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工藤年博編『ミャンマー軍事政権の行方』調査研究報告書 アジア経済研究所 2010年 
 

補足資料 

 

ミャンマー連邦共和国憲法（日本語訳） 

 

 

前文 

 

 ミャンマーは、長い歴史を有する国家である。我々諸民族は、一致団結して暮らしてきて

おり、主権を有する独立した国家として建国し存立してきている。 

 １８８５年、我々は植民地主義者の侵略により国家の主権を完全に失った。その後すべて

の民族・国民が、一致団結して反植民地運動及び民族独立運動に身を捧げた結果、１９４８ 

年１月４日に、再び主権を有する独立国家として存立することが可能となった。 

 独立を早期に達成するため、憲法を早急に起草し、１９４７年９月２４日に議会がこれを

承認し、独立が達成された時には、国家はこの憲法に基づき、議会制民主主義を採用した。

しかし、国家が民主主義制度をうまく機能させることができなかったため、１９７４年に一

党体制を基礎とする新たな憲法を起草し、国民投票により採択し、社会主義的民主国家とし

て国家を再び建設することとなった。その後、１９８８年に国内において発生した状況のた

め、この憲法も廃止することとなった。 

 その後、国家平和開発評議会は、国民の希望に則り、複数政党制民主主義と市場経済制度

を、自国に適合する形で実現できるよう、精力的に国家建設に励んできた。 

 国家の将来に長期的な利益をもたらし、かつ、堅固な憲法を持つことが必要不可欠であっ

たため、国家平和開発評議会は１９９３年から国民会議を招集し開催してきた。 

 国民会議においては、政治、安全保障、行政、経済、社会及び法律等の様々な観点からの

経験豊富な人物や、国内に存在するすべての地域からの民族の代表達が参加した。 

 国民会議の開催に際しては様々な困難や妨害に直面したが、２００３年に決定された７段

階のロードマップに従って、固い決意と粘り強さで、２００４年に国民会議を継続すること

とし、堅固な憲法の出現に向け、憲法の基本原則及び詳細な原則を決定し、２００７年９月

３日に国民会議は成功裡に終了したのである。 

 我々すべての国民は、国民会議が決定した基本原則及び詳細な原則に基づき、このミャン

マー連邦共和国憲法を起草した。 

 我々すべての国民は、 

－ 連邦の分裂阻止、民族の団結及び国家主権の堅持という国家の目標をひたすらに遵守す

ることを決意する。 
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－ 国内において、法の下の平等、自由及び平等という普遍的価値を発展させつつ、大多数

の国民の安寧を確実なものとしていくため、絶えず行動をとりこれを守っていくことを

決意する。 

－ 国内において、民族平等の精神により、真の愛国心である連邦精神を堅固なものとして

育み、常に手を取り合って共に暮らしていくことを決意する。 

－ 世界平和と諸国家との協調関係を目指し、平和裡に共存できることを維持すべく、努力

していくことを決意する。 

 

この憲法を、ミャンマー歴１３７０年カソウン月黒分１０日（西暦２００８年５月２９日）

に、国民投票にて承認し採択した。  

 

 

 

第１章「国家の基本原則」 

国家 

第１条 

ミャンマーは、主権を有する独立した国家である。 

 

第２条 

国家をミャンマー連邦共和国と称する。 

 

第３条 

ミャンマー連邦共和国は、多数の民族が共存する国家である。 

 

第４条 

国家主権は、国民から発生し、国全体に及ぶ。 

 

第５条 

領土、領空及び領海からなる国境は、憲法の発効日に存在するものと同一とする。 

 

基本原則 

第６条 

国家は、以下の事項等を目標とする。 

（１）連邦の分裂阻 

（２）民族の団結 
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（３）国家主権の堅持 

（４）真正かつ規律正しい複数政党制民主主義の発展 

（５）法の下の平等、自由及び平等という普遍的価値の更なる発展 

（６）国家が国民政治の実現を目指していく際に、国軍の国民政治への参画を可能とするこ

と 

 

第７条 

国家は、真正かつ規律正しい複数政党制民主主義制度を実践する。 

 

第８条 

国家は、連邦制度で構成される。  

 

第９条 

（１）既存の７管区・７州を７管区域・７州とし、各管区域・州を同格とする。 

（２）７管区域・７州の名称は、現在のままとする。 

（３）管区域・州の名称を変更する必要がある場合には、当該管区域・州の居住民の意思を

確認の上、法律を制定し変更する。 

 

第１０条 

国内にある管区域・州、連邦直轄区域、自治区域は、国家の領土の一部であり、国家から

分離することはできない。 

 

第１１条 

（１）国家の立法、行政、司怯の三権を可能な限り分立させ、相互に作用させることとする。  

（２）国家の三権を、それぞれ連邦、管区域・州及び自治区域に分散委譲する。 

 

第１２条 

（１）国の立法権を連邦議会、管区域・州議会に分散委譲する。また、自治区域に対しては

この憲法が定める立法権について委譲する。  

（２）連邦議会は、郡及び人口を基に選出された議員と、各管区域・州からそれぞれ同人数

の割合で選出された議院の二院制とする。 

 

第１３条 

７管区域・７州は、それぞれ一院制の議会を有する。 
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第１４条 

連邦議会、管区域・州議会の代表には、この憲法が定める数に基づき、国軍司令官の提出

する名簿に含まれる軍人が含まれる。 

 

第１５条 

適当な規模の人口を有する民族は、当該管区域・州及び自治区域の立法に参加する権利を

有する。 

 

第１６条 

国家の元首及び行政の長は、大統領とする。 

 

第１７条 

（１）国家の行政権を連邦、管区域・州に分散委譲する。また、自治区域に対しては、自治

権をこの憲法が定めるところに従い委譲する。  

（２）連邦、管区域・州、自治区域及び県の行政には、国防、治安及び国境管理等の任務を

担うため、国軍司令官の指名する軍人が含まれる。 

（３）第１５条に関連して、管区域・州及び自治区域の立法に参加する権利を有する民族は、

主に民族の問題を取り扱うため当該管区域・州及び自治区域の行政について参加する権利を

有する。 

 

第１８条 

（１）国家の司法権を連邦最高裁判所、管区域・州高等栽判所及び自治区域裁判所を含む各

レベルの裁判所に分散委譲する。 

（２）連邦に連邦最高裁判所を置く。連邦最高裁判所は、国家の最高の裁判所である。 

（３）連邦最高裁判所は令状を発する権利を有する。 

（４）各管区域・州にそれぞれ一つずつ管区域・州高等裁判所を置く。 

 

第１９条 

以下の事項を司法の原則とする。 

（１）法律に従った司法の独立 

（２）法律が制限する事例を除く公開裁判の実施 

（３）法律に基づく弁護権と控訴権の確保 

 

第２０条  

（１）国軍は、強固で時代に即した唯一の愛国軍である。 



補－5 
 

（２）国軍は、軍隊に関するすべての事項を独立して監督し処置する権限を有する。 

（３）国軍司令官は、すべての武装組織の長である。 

（４）国軍は、国の治安と防衛のため全国民を動員する措置をとる権利を有する。 

（５）国軍の主要な任務は、連邦の分裂阻止、民族の団結び国家主権の堅持である。  

（６）国軍は、憲法の擁護に対し主たる責務を負う。  

 

第２１条  

（１） すべての国民は、憲法の規定する自由、平等、法の下の平等等の権利を享受する。 

（２） 裁判所の許可なしに国民を２４時間を超えて拘留してはならない。 

（３）公共の平和と安寧及び法と秩序の維持は国民の義務である。 

（４）国民の自由、諸権利、諸利益及び諸義務と諸制限を効果的、確固かつ完全なものにす

るために必要な法律を制定する。 

 

第２２条  

国家は、 

（１）民族の言語、文学、芸術及び文化の発展のため支援を行う。 

（２）国家は民族間相互の連帯、友好、相互及び助け合いを発展させるための支援を行う。  

（３）国家は低開発地域居住民族の教育、保健、経済及び交通等の社会経済開発のための支

援を行う。 

 

第２３条 

国家は、農民の 

（１）権利を保護するために必要な法律を制定する。 

（２）農民の生産する作物が相応の価値を得ることが出来るように支援を行う。  

 

第２４条 

国家は、労働者の権利を保護するために必要な法律を制定する。 

 

第２５条 

国家は、有識者及び技術者の利益の向上を支援する。 

 

第２６条 

（１）国家公務員は、政党政治に関わってはならない。 

（２）国家は、公務員の職業の保証、衣食住の充足化、結婚している女性公務員の子育ての

権利、退職した公務員の衣食住及び社会福祉等にとって必要な法律を制定しなければならな
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い。 

 

第２７条 

国家は、国民文化の発展、強化及び保護のための支援を行う。 

 

第２８条 

国家は、 

（１）国民の教育と保健の向上のため努力しなければならない。 

（２）国民の教育及び保健に国民を参画せしめるために必要な法律を制定しなければならな

い。 

（３）無料の初等義務教育を実施しなければならない。 

（４）すべての正しい思想・見識と道徳を促進し国家建設に利益となる時代に即した教育制

度を実施しなければならない。 

 

第２９条 

国家は、機械化農業への転換に必要な技術、投資、機械及び原材料等を可能な限り充足し

なければならない。 

 

第３０条 

国家は、工業の発展にとって必要な技術、投資、機械及び原材料等を可能な限り充足しな

ければならない。 

 

第３１条  

国家は、失業を減らすため必要な支援を出来る限り行わなければならない。 

 

第３２条 

国家は、 

（１）母子、孤児、戦死した国軍兵士の子供、高齢者、障害者を保護しなければならない。 

（２）障害を負った国軍兵士が相応の生活を送れるよう、またこれらの者が職業教育を無料

で享受できるようにしなければならない。  

 

第３３条 

国家は、青少年の愛国心の向上及び正しい思想・見識と5つの力（体力、徳力、智力、財

力、慈悲の力）の普及発展を図らなければならない。  
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第３４条 

すべての国民は、公序、倫理、国民の健康、その他憲法上の規定に反しない限リにおいて、

良心と信仰の自由が与えられなければならない。 

 

第３５条 

国家の経済体制を、市場経済体制とする。 

 

第３６条 

国家は、 

（１）国家自身、各地域の組織、協同組合、合弁企業及び民間企業等のすべての経済主体が

国家経済の発展のため経済活動に参加することを認める。 

（２）特定の個人または団体による市場の独占や価格操作等の公正な経済競争を妨げるよう

な行為及び公共の利益を害するような行動を禁止する。 

（３）国民の生活水準の向上と一般的な投資の促進のため努力する。 

（４）経済事業の国有化を行わない。 

（５）合法的に流通する通貨を廃貨処分にすることを行わない。 

 

第３７条 

国家は、 

（１） 国内の土地、国境内における地上・地下、水上及び水面下及び大気圏内のすべての

天然資源の所有者である。 

（２） 経済主体による国有天然資源の発掘・利益を管理するのに必要な法律を制定しなけ

ればならない。 

（３） 法律に基づき、国民に対して私有財産所有権、相続権、私企業設立権、発明権と特

許権等の権利を認めなければならない。 

 

第３８条 

（１） すべての国民は、法律の定めるところにより、選挙権と被選挙権を有する。 

（２） 有権者は、選出した国民の代表を憲法の規定に基づいてリコールする権利を有する。  

 

第３９条 

国家は、真正かつ規律正しい複数政党制民主主義の発展のため、政党を組織するための必

要な法律を制定しなければならない。 

 

第４０条 
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（１） 管区域、州、自治区域において憲法の規定に従って行政権を行使できないような緊

急事態が発生した場合、大統領はその関連管区域、州及び自治区域の行政権を行使

する権限を有する。また、必要に応じて当該管区域、州及び自治区域の立法権を憲

法上の規定に従って行使する権限を有する。 

（２） 管区域、州及び自治区域においての生命財産を損ない危険に晒すような緊急事態が

発生または発生するのに十分な理由が存在する場合、国軍は憲法上の規定に従って

それを防止・保護する権限を有する。  

（３） 国家の主権が反乱、暴力等の手段により奪取される、あるいは主権奪取の試みのた

めに連邦の崩壊、主権の喪失等が惹起されるといった緊急事態が発生した場合、国

軍司令官は憲法の規定に従って国の全権を行使する権限を有する。 

 

第４１条 

国家は、独自の積極非同盟外交政策を実践する。世界平和及び他の諸国との友好関係の維

持を目指す。国家間の平和共存の原則を維持する。 

 

第４２条 

（１）国家は、如何なる国をも先駆けて侵略しない。 

（２）自国内に如何なる国の軍隊の駐留も認めない。 

 

第４３条 

如何なる刑罰関係法も遡及効力を有する規定を設ける権限を有さない。 

 

第４４条 

人間の尊厳を犯すような刑罰を規定する権限は存在しない。  

 

第４５条 

国家は、自然環境を保護しなければならない。 

 

第４６条 

憲法規定の解釈、連邦議会・管区域議会・州議会、自治区域が制定した法律の合憲性の精

査、連邦・管区域・州・自治区域における行政措置の合憲性の精査、連邦・管区域・州・自

治区域の間で発生した憲法に関する論争に判決を下すこと、連邦・管区域・州・自治区域が

それぞれ有する権利・義務に関する当事者間の論争に判決を下すこと及び憲法により権限を

委譲された任務の遂行のため、憲法裁判所を設置する。 
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第４７条 

本章の国家の基本原則及び第８章「国民の権利・義務」にある「国家」とは、憲法に基づ

き、立法権及び行政権を行使する機関もしくは人物を意味する。 

 

 

第４８条 

国家の基本原則は、議会が立法を行う際及びこの憲法を含む各種法律の規定を関係者が解

釈する際に従うべき指針となる。 

 

 

 

第２章「国家の構成」 

 

第４９条 

国家を、以下の７管区域（region）、７州（state）及び連邦直轄区域（union territory）

により、連邦を区分けする。 

（１）カチン州 

（２）カヤー州 

（３）カイン(カレン)州 

（４）チン州 

（５）ザガイン地域 

（６）タニンダーリー地域 

（７）バゴー地域 

（８）マグェー地域 

（９）マンダレー地域 

（10）モン州 

（11）ラカイン州 

（12）ヤンゴン地域 

（13）シャン州 

（14）エーヤワディー（イラワジ）地域 

（15）連邦直轄区域 

 

第５０条 

（１）国家の首都であるネーピードーを大統領直轄の連邦直轄区域に指定する。 

（２）国防、治安、行政、経済等に関し、特殊な状況下にある地域については、必要に応じ
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法律を制定し、大統領直轄の連邦直轄区域に指定することが出来る。 

 

第５１条 

国家の構成は以下のとおりとする。 

（１）村の集合体を村落区とする。 

（２）区の集合体を町もしくは郡とする。 

（３）村落区及び区もしくは町の集合体を郡とする。 

（４）郡の集合体を県とする。 

（５）県の集合体を管区域または州とする。 

（６）自治区域に存在する郡の集合体を自治地域とする。 

（７）自治区域に存在する郡の集合体を県として、県の集合体を自治地区とする。 

（８）自治地区・地域が管区域もしくは州内に存在する場合、当該自治地区・地域及び県

の集合体を管区域もしくは州とする。 

（９）管区域・州及び連邦直轄区域の集合体を国家とする。 

 

第５２条 

（１）大統領は、連邦の国境を変更する必要が生じた場合、右に関する連邦議会の意見を

求めるよう連邦議会議長に要請しなければならない。 

（２）連邦議会議長は、国境変更に関する大統領の通告を受けた際、以下のとおり連邦議

会議員の意見を求めなければならない。 

（イ）管区域・州よりそれぞれ同数の議員を選出し構成される議院に属する全議員の過半

数の賛成票を得る。 

（ロ）郡及び人口を基に選出された議員から構成される議院に属する全議員の過半数の賛

成票を得る。 

（ハ）両院の当該国境変更に関わる管区域・州選出の議員の過半数の賛成票を得る。 

（３）連邦議会議長は、上記の賛成票を得た場合、国境を必要に応じて変更するよう、大

統領に通報しなければならない。 

（４）上記に基づき、いずれの議院もしくは両議院の当該国境変更に関わる管区域・州議

会議員の同意が得られない場合は、連邦議会の意見を求めなければならない。もし、連邦議

会議員総数の４分の３以上の同意があれば、連邦議会議長は必要に応じ国境を変更するよう、

大統領に通報しなければならない。 

（５）大統領は、連邦議会の意見を得た際、国境変更のための必要な措置をとらなければ

ならない。 

 

第５３条 
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（１）管区域・州の境界を変更する必要が生じた場合、当該境界の変更に関わる郡内に居

住する有権者の意思を確認しなければならない。 

（２）有権者の意志を確認する際、有権者総数の過半数の賛成票が得られない場合、管区

域・州の境界変更を行うことは出来ない。 

（３）郡に居住する有権者総数の過半数の賛成票が得られた場合、当該郡の属する管区域・

州議会議員の意思を確認しなければならない。 

（４）大統領は、当該管区域・州議会議員全員の４分の３を超える賛成票を得た場合、連

邦議会の承認を得て、管区域・州の境界を変更しなければならない。 

（５）管区域・州議会が管区域・州の境界変更に同意しない決定を下した場合、連邦議会

の決定を得なければならない。 

（６）大統領は、連邦議会議員総数の４分の３を超える賛成票を得た場合、必要に応じ管

区域・州の境界変更を行わなければならない。 

 

第５４条 

管区域、州、自治地区・地域内の村落、村落区、区、町、郡もしくは県の境界の変更、組

織あるいは呼称を変更する必要が生じた場合、大統領は当該管区域・州の行政機関からの申

告を受けて必要な措置をとらなければならない。 

 

第５５条 

自治地区・地域の呼称を変更する必要が生じた場合、管区域・州の呼称変更の方法に従っ

てこれを行う。 

 

第５６条 

自治地区・地域を以下のとおり規定する。 

（１）ザガイン管区レーシー郡、ラヘ―郡、ナンユン郡を合わせ、ナーガ自治地域

（Self-Administered Zone）に認定する。 

（２）シャン州ユワンガン郡及びピンダヤ郡を合わせ、ダヌ自治地域に認定する。 

（３）シャン州ホーポン郡、シーサイン郡及びピンラウン郡を合わせ、パオゥ自治地域に

認定する。 

（４）シャン州ナムサン郡、マントン郡を合わせ、パラウン自治地域に認定する。 

（５）シャン州コンチャン郡及びラウカイン郡を合わせ、コーカン自治地域に認定する。 

（６）シャン州ホーパン郡、マインモー郡、パンワイン郡、ナーパン郡、メッマン郡、パ

ンサン（パンカン）郡を合わせ、ワ自治地区（Self-Administered Division）に認定する。 
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第３章「国家元首」 

 

第５７条 

大統領及び副大統領は国家を代表する。 

 

第５８条 

大統領は、ミャンマー連邦全土に居住するミャンマー国民全員の頂点に位置する。 

 

第５９条 

大統領及び副大統領の要件を以下のとおりとする。 

（１）国家と国民に対して忠誠心を有する者でなければならない。 

（２）本人及びその両親がミャンマーの主権が及ぶ領土内で出生した土着民族であるミャ

ンマー国民でなければならない。 

（３）選出されるべき人物は最低４５歳以上でなければならない。 

（４）国家事項である政治、行政、経済、軍事等に関する見識を有する人物でなければな

らない。 

（５）大統領は、選出された時までに最低２０年間継続して我が国に居住していた人物で

なければならない。 

（例外） 

国家の許可の下で正式に外国に居住した期間は、我が国に居住したものとして計算

する。 

（６）本人、両親、配偶者、子供とその配偶者のいずれかが外国政府から恩恵を受けてい

る者、もしくは外国政府の影響下にある者、もしくは外国国民であってはならず、

また、外国国民、外国政府の影響下にある者と同等の権利や恩恵を享受することを

認められた者であってはならない。 

（７）国会選挙における被選挙権として定められた要件に加え、大統領として別途規定する

要件を満たしていなければならない。 

 

第６０条 

（１）大統領は、大統領選出委員会によって選出されなければならない。 

（２）大統領選出委員会を連邦議会議員による３つのグループから以下のとおり構成する。 

（イ）管区域・州よりそれぞれ同数の議員を選出して構成した議院における議員グループ 

（ロ）郡及び人口に基づき選出して構成された議院における議員グループ 

（ハ）上記２院における国軍司令官が指名した国軍出身議員グループ 
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（３）上記３グループよりそれぞれ副大統領１名を、議員又はそれ以外の者から選出しな

ければならない。 

（４）連邦議会及び両院議長・副議長を含む組織は、副大統領が大統領としての要件を満

たしているか否かを審査しなければならない。 

（５）大統領候補である副大統領３名の中から、連邦議会議員すべてが含まれる大統領選

出委員会が投票により大統領を選出しなければならない。 

（６）このように大統領及び副大統領を選出すべく、必要な法律を制定しなければならな

い。 

 

第６１条 

（１）大統領及び副大統領の任期は、５年である。 

（２）大統領及び副大統領は、５年の任期が終了した後も、新たな大統領及び副大統領が

選出されるまでの間、引き続きその任務を遂行しなければならない。 

（３）大統領及び副大統領は、２期を超えて任務を遂行することは出来ない。 

（４）大統領及び副大統領として臨時に任務を遂行している期間は、１期として規定され

ない。 

（５）何らかの理由で大統領及び副大統領に欠員が出来たため代理として選出された大統

領及び副大統領の任期は、元大統領及び副大統領の任期の残りの任期とする。 

 

第６２条 

大統領及び副大統領は、如何なる議会の議員であってもならない。 

 

第６３条 

議員又は国家公務員が大統領又は副大統領に選出された場合、同人は選出された日より、

議員又は国家公務員の職責から辞任したもの、又は退職したものと見なされる。 

 

第６４条 

政党党員が大統領もしくは副大統領に選出された場合、同人は選出された日から任期終了

までの間、所属政党の活動に参加出来ない。 

 

第６５条 

大統領及び副大統領は、以下のとおり宣誓しなければならない。 

「私は、ミャンマー連邦共和国とその国民に対し忠誠心を抱き、連邦の分裂阻止、民族の団

結及び国家主権の堅持を常に念頭に置き任務を遂行する。私は、憲法を擁護・遵守し、法律

に従う。自らの義務を正しく誠実に全力を尽くし実行する。ミャンマー連邦共和国内に、法
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の下の平等・自由・平等の理念が行き渡るよう任務を遂行する。私は、ミャンマー連邦共和

国の利益のため、国家に自らの生命と身体を預けることを宣言し、誓う。」 

 

第６６条 

大統領及び副大統領は、憲法及び他の法律により規定される責任・権利を行使しなければ

ならない。 

 

第６７条 

大統領及び副大統領は、給与・経費・金銭を得ることができる他のいかなる役職にも就い

てはならない。 

 

第６８条 

大統領及び副大統領は、自らが中心の経済主体となる家族の土地、家、建築物、事業、預

金、その他貴重品をその価値と共にリスト化し、連邦議会議長に提出しなければならない。 

 

第６９条 

大統領及び副大統領はそれぞれ、法律の規定に基づいた給料、経費、備品及び適切な住居

を１軒得ることが出来る。 

 

第７０条 

大統領及び副大統領は、任期終了により辞職した後、弾劾を受けて辞職した場合を除き、

年金及び適切な補助を受けることが出来る。 

 

第７１条 

（１）大統領及び副大統領は、以下の事由に該当する場合、弾劾される。 

（イ）国家に対する反逆行為 

（ロ）憲法違反 

（ハ）不良行為 

（ニ）憲法に規定する大統領及び副大統領資格の欠如 

（ホ）法律に基づき与えられた責任の不履行 

（２）大統領及び副大統領を弾劾する際には、連邦議会のいずれかの議院において総議員

数の４分の１以上の署名を集め、その議院の議長に提出しなければならない。 

（３）かかる弾劾に対して、当該議院の議員総数の最低3分の2の同意を得ることができ

れば、引き続き手続きを進めることができる。 

（４）いずれかの議院において弾劾案に同意が得られた場合、もう一方の議院は、審査委
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員会を設立して審査しなければならない。 

（５）大統領及び副大統領は、弾劾案の審査中、自らもしくは代理人を通じて反駁する権

利を有する。 

（６）弾劾案の審査が終了した時、審査した議院もしくは審査させた議院の議員総数の最

低3分の2の賛成を得、大統領もくしは副大統領が引き続き職務に就くことが不適切と決定

し、大統領もしくは副大統領の辞職を要求する場合には、これを連邦議会議長に提示しなけ

ればならない。 

（７）連邦議会議長は、この提示を受けた場合、直ちに弾劾を受けた大統領もしくは副大

統領の辞職を宣言しなければならない。 

 

第７２条 

大統領及び副大統領は、任期終了前に自らの意思による辞職を希望する場合、辞職する権

利を有する。 

 

第７３条 

（１）大統領が任期終了前に辞職した場合であれ、死亡した場合であれ、また職務を継続

的に遂行できなくなった場合であれ、何らかの理由により大統領職に空席が出来た場合には、

２名の副大統領の内、大統領選挙の時に２番目に票の多かった者が大統領代行として任務を

遂行しなければならない。 

（２）連邦議会の会期中に大統領が空席となった場合、大統領代行は連邦議会議長に対し、

７日以内に大統領の空席を埋めるよう迅速に報告しなければならない。 

（３）（連邦議会議長が）大統領代行の報告を受けた際、大統領代行が副大統領として選出

される母体となった議員グループより、副大統領１名を選ばなければならない。 

（４）当該議員グループより副大統領１名を選んだ後、連邦議会の議員すべてが含まれる

大統領選出委員会が３名の副大統領から好ましい人物を国家の大統領に選出する。 

（５）連邦議会の会期中ではない時期に大統領が空席となった場合、連邦議会議長は、大

統領代行の報告を受けた日より２１日以内に連邦議会を召集し、空席となっている大統領を

新たに選出すべく上記手続きのとおり措置をとらなければならない。 

（６）副大統領が任期終了前に辞職した場合であれ、死亡した場合であれ、また職務を継

続的に遂行できなくなった場合であれ、何らかの理由により副大統領職に空席が出来た場合

には、連邦議会会期中であれば、当該副大統領を選出した母体となる議員グループが７日以

内に新たな副大統領を選出できるよう、大統領が連邦議会議長に迅速に報告しなければなら

ない。 

（７）連邦議会の会期中ではない時期に副大統領が空席となった場合、連邦議会議長は大

統領の報告を受けた日より２１日以内に連邦議会を召集し、空席となっている副大統領を新
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たに選出すべく、規定のとおり措置をとらなければならない。 

 

 

 

第４章「立法」 

 

連邦議会 

連邦議会の構成 

第７４条 

連邦議会を以下の２院から構成する。 

（１）第１０９条にある規定に基づき、郡・人口に基づき選出された議員及び国軍司令官の

指名した軍人議員から構成される人民院。 

（２）第１４１条にある規定に基づき、各管区域・州から同人数の割合で選出された議員及

び国軍司令官の指名した軍人議員から構成される民族院。 

 

議会の統括者及び副統括者 

第７５条 

議員の宣誓並びに議会の議長及び副議長選出のために開催される最初の会期初日を統括

する統括者を「臨時議長」（thabapati）と呼ぶ。連邦議会の統括者及び副統括者をそれぞれ

「ナーヤカ（議長）」及び「副議長」と、人民院、民族院、管区域・州議会の統括者及び副

統括者をそれぞれ「オゥカタ（議長）」及び「副議長」と呼ぶ。 

 

連邦議会議長及び副議長の責任 

第７６条 

（１）人民院の任期の始まる日より３０ヶ月間は、民族院議長及び副議長が連邦議会議長及

び副議長を務める。残余の任期においては、人民院議長及び副議長が連邦議会議長及び副議

長を務める。 

（２）連邦議会議長が、その職務を遂行し得ない時には、副議長がその職務を行う。 

 

連邦議会議長の職務 

第７７条 

連邦議会議長は、 

（１）連邦議会の会議を統括しなければならない。 

（２）大統領が連邦議会での演説を希望する旨報告した場合、大統領を連邦議会へ招待しな

ければならない。 
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（３）連邦議会にて協議中の案件に関する詳細な説明を得るため、必要に応じ、この憲法に

基づき設立された連邦レベルの機関を代表する組織もしくは人物を連邦議会へ招待す

る権利を有する。 

（４）この憲法もしくは法律で規定された他の任務を遂行する。 

 

連邦議会の会合 

第７８条 

連邦議会の第１回常会は、人民院の第１回会議が始まった日から１５日以内に召集されな

ければならない。連邦議会議長が連邦議会を召集しなければならない。 

 

第７９条 

連邦議会議長は、少なくとも毎年１回連邦議会の常会を召集しなければならない。また、

前回召集した常会と次回召集する常会の間の期間が１２ヶ月を超えてはならない。 

 

第８０条 

連邦議会の場でなされる行為は以下のとおりである。 

（１）大統領の演説の記録 

（２）大統領の発言及び連邦議会議長が承認した他の発言の読み上げ及び記録 

（３）法案の提出、協議及び決定 

（４）連邦議会が承認した法案に対する大統領の意見に関する協議及び決定 

（５）連邦議会がこの憲法の規定に従い履行すべき事項に関する協議及び決定 

（６）連邦議会へ提出された報告書に関する協議、決定及び記録 

（７）動議の提出、協議及び決定 

（８）質疑応答 

（９）連邦議会議長が承認した事項の履行 

 

第８１条 

連邦議会の決定、同意及び承認が必要とされる事項に関しては、以下のとおり処理しなけ

ればならない。 

（１）連邦議会が会期中の場合は、その会期において協議及び決定が為される。 

（２）連邦議会が会期中でない場合は、直近に開かれる連邦議会において協議及び決定が

為される。 

（３）当該事項の内、国民の利益のために迅速な対応が求められる事項に関しては、特別

国会もしくは緊急国会を召集の上、協議及び決定が為される。 
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第８２条 

連邦議会議長は、必要に応じ、連邦議会の特別国会もしくは緊急国会を召集することがで

きる。 

 

第８３条 

連邦議会議長は、大統領が連邦議会の特別国会若しくは緊急国会を召集する旨通報した場

合、これらの国会を可及的速やかに召集しなければならない。 

 

第８４条 

連邦議会議長は、連邦議会議員総数の最低４分の１の議員が特別国会の召集を要求した場

合、これを可及的速やかに召集しなければならない。 

 

第８５条 

（１）連邦議会の会議は、同会議に出席する権利を有する連邦議会議員総数の過半数が同会

議の初日に出席した場合、有効に成立する。また、出席議員が過半数に満たなかったた

めに会議が成立しなかった場合は延期しなければならない。 

（２）連邦議会の会議は、本条（１）項の規定に基づき延期された場合及び有効に成立して

更に延長された場合、同会議に出席する権利を有する連邦議会議員総数の最低3分の1

の出席が得られれば有効に成立する。 

 

第８６条 

（１）連邦議会の会議における投票を以て決定すべき事項は、この憲法が他の方法を規定し

ている場合を除き、出席議員の多数決により決定される。 

（２）連邦議会議長若しくは副議長の投票は認められない。但し、賛否同数の際には決定票

を投じなければならない。 

 

第８７条 

連邦議会議長は、議員が連邦議会議長の許可を得ずに連邦議会の会議を１５日間連続して

欠席した場合、規定された方法に基づく措置を取る旨、当該議員に通知しなければならない。

但し、延期された会議については、上述の１５日間に含まれないものとする。 

 

第８８条 

連邦議会は、議員の一部に空席がある場合でもその任務を執行する権利を有する。また、

連邦議会の会議に出席する権利を有しない人物が連邦議会に出席、投票及び議会の活動を行

ったことが後日判明した場合でも、当該会議における決定は無効とならない。 
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第８９条 

連邦議会の職務及び記録は公表されなければならない。但し、法律もしくは連邦議会の決

定に基づき制限される職務及び記録は公表されない。 

 

第９０条 

この憲法に基づき設立された連邦レベルの機関を代表する委員は、連邦議会議長の許可を

得て連邦議会に出席している間、自らの機関に関わる法案もしくは他の事項に関する説明及

び協議を行う権利を有する。 

 

第９１条 

この憲法に基づき設立された連邦レベルの機関は、連邦議会議長の許可を得た上で、連邦

議会にて当該機関の状況全般に関する説明を行うことができる。 

 

第９２条 

（１）連邦議会議員は、この憲法及び連邦議会法の規定に反しない限り、連邦議会及び連邦

議会合同委員会において発言及び投票を自由に行う権利を有する。また、連邦議会議員

に対しては、連邦議会及び連邦議会合同委員会での協議・言動を理由として、連邦議会

法を除く法律に基づく如何なる措置もとられてはならない。 

（２）この憲法に基づき設立された連邦レベルの機関を代表する委員もしくは人物は、連邦

議会へ招待された場合、この憲法及び連邦議会法の規定に反しない限り、自由に発言す

る権利を有する。当該委員等に対しては、連邦議会での発言を理由として、連邦議会法

を除く法律に基づく如何なる措置もとられてはならない。 

（３）但し、本条（１）項及び（２）項で定めた人物が傷害事件を起こした場合、当該人物

に対し、連邦議会の規範、規定及び手続並びに現行法に基づく措置がとられなければな

らない。 

 

第９３条 

連邦議会に出席している連邦議会議員又は連邦議会議長の許可もしくは招待により連邦

議会に出席している人物を逮捕する必要が生じた場合、連邦議会議長に確実な証拠を提出し

なければならない。連邦議会議長の許可を事前に得ることなく、当該議員もしくは人物を逮

捕してはならない。 

 

第９４条 

連邦議会によって又は連邦議会の許可を得て出版される報告書、文書及び議事録について
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は、裁判の対象となってはならない。 

 

法律の制定 

第９５条 

（１）法案は、人民院又は民族院にて審議され両院の承認を得た場合に、連邦議会の承認を

得たものと見なされる。 

（２）人民院及び民族院の間で法案に関する意見が異なった場合、当該法案は、連邦議会に

て協議し決定するものとする。 

 

第９６条 

連邦議会は、付表１にある連邦議会立法管轄事項表に記載されている事項に関し、国家全

体又は国家の一部の地域に対し立法権を有する。 

 

第９７条 

（１）連邦議会は法律を制定する際、 

（イ）この憲法に基づき設立された連邦レベルの機関に対し、当該法律に関わる規則、規

範及び規約を公布する権限を委譲することが出来る。 

（ロ）関係機関もしくは当局に対し、当該法律に関わる通知、命令、指令及び手続を公布

する権限を委譲することが出来る。 

（２）本条（１）項の権限に基づき公布された規則、規範、規約、通知、命令、指令及び手

続は、この憲法及び関係法律の規定と一致しなければならない。 

（３）人民院及び民族院の双方が規則、規範、もしくは規約の廃止又は修正を決定した場合、

それは連邦議会によって為されたものと見なされる。 

（４）規則、規範、もしくは規約の廃止又は修正に関し、人民院及び民族院がそれぞれ異な

る意見を出した場合には、連邦議会が最終決定を行う。 

（５）本条（３）項もしくは（４）項に基づき、規則、規範、もしくは規約の廃止又は修正

の決定が為された場合でも、右決定は当該規側、規範、規約に基づき右決定がなされる

以前にとられた措置の有効性に影響を及ぼさない。 

 

その他の事項に関する法律の制定 

第９８条 

連邦議会、管区域・州議会及び自治地区・地域の指導組織が立法権を有する事項以外の他

の事項に関し、立法権は連邦議会に付与される。 

 

連邦領土のための法律の制定 
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第９９条 

連邦議会は、管区域・州議会及び自治地区・地域の指導組織に立法権を付与された事項に

関し、連邦領土のために所要の法律を制定する必要が生じた場合には、当該法律を制定しな

ければならない。 

 

法案の提出 

第１００条 

（１）憲法に基づき設立された連邦レベルの機関は、連邦議会が立法権を有する事項の内、

自らの機関の運営事項に関する法案を規定の方法に則り連邦議会へ提出する権利を有する。 

（２）連邦政府のみが提出する権利を有する国家計画、年度予算及び課税に関する法案は、

規定の方法に則り連邦議会に提出され、連邦議会にて協議及び決定が為されなければならな

い。 

 

第１０１条 

連邦議会のみにおいて協議及び決定が為されると、この憲法により規定されている法案を

除き、この憲法に基づき設立された連邦レベルの機関が連邦議会へ提出した法案は、規定の

方法に則り、始めに人民院若しくは民族院にて協議される。 

 

第１０２条 

連邦議会は、連邦議会のみにおいて協議及び決定がなされるべき法案を同議会で協議する

前に精査する必要が生じた場合、人民院及び民族院の各法案委員会に当該法案を合同で精査

させた上で、規定の方法に則り当該法案を合同法案委員会の所見と共に連邦議会へ提出させ

ることが出来る。 

 

連邦予算案の提出 

第１０３条 

（１）大統領もしくは大統領から任務を委任された人物は、連邦政府を代表し、連邦予算

案を連邦議会へ提出しなければならない。 

（２）連邦予算案の関連法案は、 

（イ）この憲法に基づき設立された連邦レベルの機関の長及び委員の給与・手当及び当該

機関の支出 

（ロ）連邦が返済する責任を有する債務、当該債務に関わる支出及び連邦の借金に関わる

他の支出 

（ハ）裁判所もしくは法廷による判決、命令、宣告に従って為される支出 

（ニ）特定の現行法もしくは国際条約に従って為される他の支出に関し、連邦議会にて協
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議を行う権利が認められる。但し、当該支出の拒否及び減額は認められない。 

（３）連邦議会は、多数決で同意を得た上で、本条（２）項で述べた支出を除く他の支出

に関し、賛成、拒否及び減額を行わなければならない。 

（４）連邦政府は、連邦議会が制定した連邦予算に基づき、必要な措置をとらなければな

らない。 

（５）連邦議会が制定した連邦予算に含まれる支出に加えて、追加支出が認められる必要

がある場合、上記の手続きに従って追加基金分配を制定しなければならない。 

（６）連邦政府は、連邦議会が制定した追加基金分配に基づき、必要な手続きをとらなけ

ればならない。 

 

法的効力を有する命令 

第１０４条 

大統領が大統領令のように法的効力を有する命令を公布した後、同命令の承認を連邦議会

へ求めた場合、 

（１）連邦議会は当該指令の承認の可否を決定しなければならない。 

（２）連邦議会は当該指令を承認した場合、同指令が引き続き法的効力を有する期間を定

めなければならない。 

（３）連邦議会が当該指令を承認しなかった場合、同指令はその日をもって法的効力を失

う。 

 

法律の公布 

第１０５条 

（１）大統領は、連邦議会の承認を得た若しくは得たと見なされる法案を連邦議会より受領

した日から１４日以内に当該法案に署名し、法律として公布しなければならない。 

（２）大統領は、１４日以内に法案を自らの所見と共に連邦議会へ送り返すことが出来る。 

（３）大統領が、１４日以内に法案を自らの所見と共に連邦議会へ送り返さなかった場合も

しくは法案の署名及び法律としての公布を行わなかった場合、当該法案は、上述の１４

日を満たす日に大統領の署名を得たものと見なされ、法律として公布される。 

 

第１０６条 

（１）大統領が、法案を連邦議会から受領した日から１４日以内に当該法案を自らの所見と

共に連邦議会へ送り返した場合、連邦議会は、大統領の所見を吟味した上で、右所見を

踏まえた当該法案の修正の可否を決定することが出来る。また、連邦議会が大統領の所

見に賛成できない場合は、修正前の原文の形で当該法案を承認する決定を下すことも出

来る。 
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（２）大統領は、自らの所見を踏まえて修正された法案もしくは原文の形で連邦議会により

承認された法案を連邦議会から受領した場合、その翌日から７日以内に当該法案に署名

の上、法律として公布しなければならない。 

（３）大統領が、７日以内に法案に署名しなかった場合、当該法案は、上述の７日を満たす

日に大統領の署名を得たものと見なされ、法律として公布される。 

 

第１０７条 

大統領の署名を得た法律もしくは同署名を得たと見なされる法律は、官報にて公表されな

ければならない。当該法律は、同法律中に個別の規定が含まれていない限り、その公表日を

もって発効する。 

 

第１０８条 

連邦議会は、 

（１）大統領が提出した国際、地域もしくは二国間の条約・協定の批准、廃止及び脱退に関

する決定を下す。 

（２）すべての国際、地域もしくは二国間条約・協定に関して、連邦議会の承認を得ること

なく批准、廃止及び脱退を行う権限を大統領へ委譲した上で、決定を下す。 

 

人民院 

 

人民院の構成 

第１０９条 

人民院の定数は最大４４０名とし、次のとおり構成する。 

（１）郡及び人口に基づき選出された議員最大３３０名 

（２）国軍司令官が法律に従い指名した軍人議員最大１１０名 

 

 

人民院臨時議長の選出 

第１１０条 

（１）最初の会期が開催された時、人民院議員１名を臨時議長に選出する。 

（２）臨時議長は、人民院において宣誓しなければならない。 

（３）臨時議長は、人民院議長及び副議長が選出されるまでの間、人民院会議を統括しなけ

ればならない。 

 

人民院議長及び副議長の選出 
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第１１１条 

（１） 

（イ）人民院議員の中から人民院議長及び副議長を１名ずつ選出しなければならない。 

（ロ）人民院議長もしくは副議長が欠けた場合には、直近の人民院会議において後任を選

出しなければならない。 

（ハ）人民院議長がその職務を遂行し得ない時には、人民院副議長が臨時にその職務を遂

行する。 

（２）人民院議長及び副議長の選出方法は、法律でこれを定める。 

 

人民院議長の職務 

第１１２条 

人民院議長は、 

（１）人民院会議を統括しなければならない。 

（２）連邦大統領が人民院会議に出席し、演説を行うことを希望する場合、連邦大統領を

同会議に招待しなければならない。 

（３）人民院会議にて審議中の案件に関し、必要と認められる場合、この憲法に基づき設

立された連邦レベル機関を代表する委員もしくは人物を同会議に招待し、当該案件に

つき説明させる権利を有する。 

（４）この憲法もしくは法律に基づき規定された他の任務を遂行しなければならない。 

 

人民院議長及び副議長の責任と弾劾 

第１１３条 

（１）人民院議長及び副議長は、次の任期における最初の会議が開かれるまでの間、その職

務を遂行しなければならない。 

（２）人民院議長もしくは同副議長は、人民院議長もしくは同副議長の地位を辞職した時及

び弾劾された時、もしくは議員の地位を失った時及び弾劾された時、もしくは死亡した時に

その地位を失う。 

 

第１１４条 

人民院議長及び同副議長の義務、権利及び特権は、法律でこれを定める。 

 

人民院の委員会、理事会及び組織の設置 

第１１５条 

（１）人民院は、各議員により法案委員会、人民予算委員会、議会権限委員会、政府責任

調査委員会を設置しなければならない。 
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（２）人民院は、国防、治安及び国軍に関する事項について、調査報告する必要が生じた

場合、期間を定めた上で、人民院の軍人議員による国防・治安委員会を設置しなければなら

ない。また、国防・治安委員会は、必要に応じ、適切な文民議員を委員として選出すること

が出来る。 

（３）立法、行政、少数民族、経済、財政、社会、外交及びその他の事項に関し調査報告

する必要が生じた場合、期間を定めた上で、人民院議員による各委員会を設置することが出

来る。 

（４）人民院は、各委員の人数、義務、権力、特権及び任期について定めなければならな

い。 

 

第１１６条 

人民院は、民族院と協議すべき事項が生じた場合、同人数の両院議員を含む合同委員会を

設置し、代表者を選任し権限を与えることができる。合同委員会の任期は、関係する院に報

告書を提出した時までとする。 

 

第１１７条 

人民院及び民族院は、第１１５条（１）項及び（２）項に定める委員会が遂行すべき事項

を除き、両院において協議する事項に関し、両院議長同士の協議を経て、同人数の両院議員

を含む合同委員会を設置することが出来る。人民院は、当該委員会に含まれる人民院議員を

選任し権限を与えることができる。また、当該合同委員会の任期は、関係する院に報告書を

提出した時までとする。 

 

第１１８条 

（１）人民院は、同院委員会により調査される事項を除く事項を調査する必要が生じた場

合、同院議員もしくは適切な国民を以て委員会もしくは組織を設置することが出来る。 

（２）人民院は、必要な委員会もしくは組織を設置する際、当該委員会もしくは組織の人

数、義務、権利及び特権について定めなければならない。 

 

人民院の任期 

第１１９条 

人民院の任期は、最初の会議が行われた日より５年間とする。 

 

人民院議員の要件 

第１２０条  

以下の要件を満たす者は、人民院議員の被選挙権を有する。 
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（１）満２５歳以上である者 

（２）ミャンマー国民である両親より出生したミャンマー国民である者 

（３）人民院議員として選出される日まで継続してミャンマー国内に１０年間以上居住して

いる者 

（例外） 

 但し、国家による許可により合法的に外国へ行っていた期間は、国内に居住していた期間

として数えられる。 

（４）選挙法に定める要件を満たす者 

 

人民院議員の被選挙権をもたない者 

第１２１条 

以下の事項に該当する者は、人民院議員の被選挙権を有さない。 

（１）違法行為により関係する裁判所の判決を受け懲役刑を受けている者 

（２）憲法の効力発生の前後を問わず、人民院議員たる資格を喪失するような違法行為によ

り被選挙権の停止処分を受け、当該措置の執行期間が終了していない者 

（３）精神薄弱者と関係する法律により認定を受けた者 

（４）生活貧困者として関係する裁判所の認定から解除されていない者 

（５）外国政府の恩恵を受けている者、外国政府の影響下にある者もしくは外国国籍を有す

る者 

（６）外国政府の影響下にある者もしくは外国国籍を有する者の影響を受け得る機会のある

者 

（７）外国の政府もしくは宗教団体及びその他の団体より、金銭、土地、住居、建物、乗物、

物品等の援助を、直接もしくは間接を問わず受けている者もしくは右行為に関与している団

体の一員 

（８）政治目的のために宗教を利用して票を獲得すること、票を獲得するよう言及すること、

演説すること、公告を行うことをする者、右行為を援助・扇動する者、もしくは右行為に関

与している団体の一員 

（９）宗教関係職員 

（１０）公務員 

（例外）憲法により召集された議会及び団体に選出・任命された軍人を含む公務員はこれに

関係しない。 

（１１）国が所有する金銭、土地、住居、建物、乗物、物品等直接もしくは間接を問わず受

益し使用している者もしくは右行為を行っている団体の一員 

（例外） 

(イ)「国が所有する金銭」という語句に関し、国が支給する年金及び国家への功労に対し支
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給される金銭は含まれない。 

（ロ）「国が所有する土地、住居、建物、乗物、物品」という語句に関し、国が法律に基づ

きもしくは義務に基づき使用を許可したもの、もしくは賃貸料を国に納めることにより借用

されている国が所有する土地、住居、建物、部屋、乗物、その他の建物及び部屋、国の所有

する航空機、鉄道、船舶、乗用車及び物品は含まれない。 

（１２）憲法の効力発生の前後を問わず、人民院議員たる資格を喪失させる選挙に関係する

違法行為もしくは選挙法に違反行為に関与したため、被選挙権の停止処分を受け、当該措置

の執行期間が終了していない者 

 

人民院の軍人議員の要件 

第１２２条 

人民院における国軍司令官の指名した軍人議員は、同院における他の議員と同一の資格を

満たさなければならない。 

 

人民院の会合 

第１２３条 

人民院の第１回常会は、総選挙開始後９０日以内に召集されなければならない。 

 

第１２４条 

（１）国家平和開発評議会は、憲法の発効後、人民院の第１回通常国会を召集しなければ

ならない。 

（２）人民院議長は、この憲法の規定に基づき職務を継続し、次の人民院の第１回通常国

会を召集しなければならない。 

 

第１２５条 

（１）人民院議員は、人民院第１回常会において、人民院臨時議長の前で付表４のとおり

宣誓をしなければならない。 

（２）宣誓を済ませていない議員は、自らが初めて出席する人民院の会議において、人民

院議長の前で宣誓をしなければならない。 

 

第１２６条 

人民院議長は、少なくとも毎年１回、人民院の常会を召集しなければならない。また、前

回召集した常会と次回召集する常会の間の期間が１２ヶ月を超えてはならない。 

 

第１２７条 
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（１）人民院の会議において実施する行為は以下のとおりとする。 

（イ）大統領の演説の記録 

（ロ）大統領の発言及び人民院議長が承認した他の発言の読み上げ及び記録 

（ハ）法案の提出、協議及び決定 

（ニ）人民院がこの憲法の規定に従い履行すべき事項に関する協議及び決定 

（ホ）人民院へ提出された報告書に関する協議、決定及び記録 

（ヘ）動議の提出、協議及び決定 

（ト）質疑応答 

（チ）人民院議長が承認した事項の履行 

 

第１２８条 

（１）人民院の会議は、同会議に出席する権利を有する同院議員総数の過半数が同会期の

初日に出席した場合、有効に成立する。また、出席議員が過半数に満たず会議が成立

しなかった場合は延期される。 

（２）人民院の会議は、本条（１）項の規定に基づき延期された場合及び有効に成立して

更に延長された場合、同会議に出席する権利を有する同院議員総数の３分の１を超え

る出席が得られれば有効に成立する。 

 

第１２９条 

（１）人民院の会議における投票により決定すべき事項は、この憲法が他に定める場合を

除き、出席議員の多数決により決定する。 

（２）人民院議長及び副議長の投票は認められない。但し、賛否同数の際には決定票を投

じなければならない。 

 

第１３０条 

（１）人民院は、議員が同院の許可を得ずに同院の会議を１５日間連続して欠席した場合、

定められた方法に則り、当該議員の地位が空席である旨宣言する事が出来る。但し、

延期された会議に関しては、上述の１５日間に含まれないものとする。 

（２）人民院は、同院議員が連邦議会の許可を得ずに連邦議会の会議を１５日間連続して

欠席した旨、連邦議会議長より報告を受けた場合、定められた方法に則り、当該議員

に対する措置を取らなければならない。 

 

第１３１条 

人民院は議員の一部に空席がある場合でもその任務を執行する権利を有する。また、同院

の会議に出席する権利を有しない人物が同院の会議に出席の上、投票を行ったことが後日判
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明した場合でも、当該会議における決定は無効とならない。 

 

第１３２条 

人民院の職務及び記録は公表される。但し、法律もしくは同院の決定に基づき制限される

職務及び記録は公表されない。 

 

第１３３条 

（１）人民院議員は、この憲法及び人民院法の規定に反しない限り、人民院及び同院委員

会において自由に投票及び発言を行う権利を有する。当該議員に対しては、同院における

言動を理由として、人民院法を除く法律に基づく如何なる措置もとられてはならない。 

（２）この憲法に基づき設立された連邦レベル機関を代表する委員もしくは人物は、人民

院もしくは同院委員会への出席を認められた又は招待を受けた場合、憲法及び人民院法の

規定に反しない限り、人民院もしくは同院委員会において自由に発言する権利を有する。

当該人物に対しては、同院における発言を理由として、人民院法を除く法律に基づく如何

なる措置もとられてはならない。 

（３）但し、本条（１）項及び（２）項で定めた人物が傷害事件を起こした場合、当該人

物に対し、人民院の規範、規定及び手続並びに現行法に基づく措置がとられなければなら

ない。 

 

第１３４条 

（１）人民院会議に出席している同院議員又は同院議長の許可もしくは招待により同会議

に出席している人物を逮捕する必要が生じた場合、人民院議長に確実な証拠を提出しなけ

ればならない。人民院議長の許可を事前に得ることなく当該議員もしくは人物を逮捕して

はならない。 

（２）人民院委員会、人民院の組織した理事会及び組織に出席している委員を逮捕する必

要が生じた場合、当該委員会等の長を通じて、人民院議長に確実な証拠を提出しなければ

ならない。同院議長の許可を事前に得ることなく当該委員を逮捕してはならない。 

（３）人民院会議もしくは同院委員会が閉会中の際に、同院議員を逮捕する必要が生じた

場合、逮捕理由を裏付ける確実な証拠を人民院議長に対し迅速に提出しなければならない。 

 

第１３５条 

人民院によって又は同院の許可を得て出版される報告書、文書及び議事録については、裁

判の対象としてはならない。 

 

法案の提出 
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第１３６条 

付表１の連邦議会立法管轄事項表にある事項のうち、連邦議会のみが法案を提出し決定で

きると憲法で規定されている事項を除いて、規定された方法に則り人民院にて審議される。 

 

第１３７条 

（１）関係機関は、連邦議会が制定した法律に沿った規則、規範、もしくは規約を公布し

た後、直近の人民院常会の場で、人民院議長が認めた手順に従い、当該規側、規範、

規約は議員へ配布しなければならない。 

（２）規則、規範、もしくは規約が他の関係法律に一致しないことが判明した場合、人民

院議員は、当該規側、規範、規約等が配布された日から９０日以内に当該規側、規範、

規約の廃止もしくは修正に関し、人民院にて提議することが出来る。 

（３）規則、規範、もしくは規約の廃止又は修正を決定する際、人民院と民族院との間で

合意に達しなかった場合、連邦議会にて審議される。 

 

 

第１３８条 

（１）連邦議会が、この憲法に基づき設立された連邦レベルの機関により提出された法案

を規定された方法に則り人民院へ送付した場合、当該法案は人民院に提出されたものと見

なされ、同院にて審議されなければならない。 

（２）人民院議員は、連邦議会が立法権を有する事項に関する法案を人民院に提出する権

利を有する。但し、連邦議会のみが提出・決定の権利を有する法案は除く。同院議員が提

出した法案は規定された方法に則り、人民院にて協議されなければならない。 

（３）人民院の承認を得た法案は、民族院に提出され、協議及び決定が為されなければな

らない。 

 

第１３９条 

（１）人民院は、民族院から送付された法案を受領した後、当該法案に賛成するか反対す

るか、もしくは修正を施した上で賛成するかを決定する事が出来る。その後、人民院は、

当該法案を人民院の決定と共に民族院へ送り返さなければならない。 

（２）法案が人民院による修正と共に民族院へ送り返され、民族院が新たに修正を施した

上で当該法案を人民院へ再送した場合、人民院は、民族院の修正案を受け入れるならば、

当該法案を連邦議会議長へ提出しなければならない。 

（３）人民院は、民族院の新たな修正案に反対する場合、連邦議会の決定を仰がなければ

ならない。 
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第１４０条 

この憲法に基づき設立された連邦レベルの機関の委員は、 

（１）人民院議長の許可を得て人民院会議に出席している間、自らの機関に関連する法案

もしくは他の事案に関し、説明及び協議を行う権利を有する。 

（２）人民院の委員会に当該委員会委員長の許可を得て出席している間、自らの機関に関

連する法案もしくは他の事案に関し、説明及び協議を行う権利を有する。 

 

民族院 

民族院の構成 

第１４１条 

民族院の定数は最大２２４名とし、次のとおり構成する。 

 （１）各自治地区、自治地域それぞれから選出された各1名の議員を含む、各管区域・州

よりそれぞれ１２名ずつ選出された議員１６８名。 

 （２）国軍司令官が法律に従い、関連する連邦直轄区域を含む各管区域・州よりそれぞれ

４名ずつ指名した軍人議員５６名。 

 （３）本条（１）項及び（２）項に規定するとおりに民族院を構成するに当たっては、関

連する連邦直轄区域は、この憲法が定めた連邦直轄区域であれ、連邦議会が法律を制定して

新たに定める連邦直轄区域であれ、当該連邦直轄区域が属する州もしくは管区、又は、管区

域もしくは州の中に含まれているものとし、民族院議員を選出する。 

 

民族院臨時議長の選出 

第１４２条 

民族院の臨時議長の選出は第１１０条にある人民院の臨時議長の選出に関連する規定に

従い行う。 

 

民族院議長及び副議長の選出 

第１４３条 

民族院議長及び副議長の選出は第１１１条にある人民院議長及び副議長の選出に関連す

る規定に従い行う。 

 

民族院議長の職務 

第１４４条 

民族院議長の職務は、第１１２条にある人民院議長の職務の規定に従う。 

 

民族院議長及び副議長の責任と地位の停止 
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第１４５条 

民族院議長及び副議長の責任と地位の停止は、第１１３条にある人民院議長及び副議長

の責任と地位停止の規定に従う。 

 

第１４６条 

民族院議長及び副議長の義務、権利及び特権は、法律でこれを定める。 

 

 

 

民族院の委員会、理事会及び組織の設置 

第１４７条 

（１）民族院は、各議員により法案委員会、公共予算委員会、議会特権委員会、政府責任

調査委員会を設置しなければならない。 

（２）民族院は、国防、治安及び国軍に関し、調査報告する必要が生じた場合、期間を定

めた上で、民族院の軍人議員による国防・治安委員会を設置しなければならない。また、国

防・治安委員会は、必要に応じ、文民議員を委員として選出することが出来る。 

（３）立法、行政、少数民族、経済、財政、社会、外交及びその他の事項に関し調査報告

する必要が生じた場合、期間を定めた上で、民族院議員による各委員会を設置することが出

来る。 

（４）民族院は、各委員の人数、義務、権利、特権及び任期について定めなければならな

い。 

 

第１４８条 

民族院は、人民院と協議すべき事項が生じた場合、同人数の両院議員を含む合同委員会を

設置し、代表者を選任し権限を与えることができる。合同委員会の任期は、関係する院に報

告書を提出した時までとする。 

 

第１４９条 

民族院及び人民院は、第１４７条（１）項及び（２）項に定める委員会が遂行すべき事項

を除き、両院において協議する事項に関し、両院議長同士の協議を経て、同人数の両院議員

を含む合同委員会を設置することが出来る。民族院は、当該委員会に含まれる民族院議員を

選任し権限を与えることができる。また、当該合同委員会の任期は、関係する院に報告書を

提出した時までとする。 

 

第１５０条 
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民族院の委員会及び組織を第１１８条にある人民院委員会及び組織に関連する規定とお

りに行う。 

 

民族院の任期 

第１５１条 

民族院の任期は、人民院の任期と同一である。人民院の任期が終了する日をもって終了す

る。 

 

民族院議員の要件 

第１５２条 

民族院議員は、 

（１）満３０歳以上である者でなければならない。 

（２）年齢制限の他、第１２０条に定める人民院議員の被選挙権と同一の資格を満たさなけ

ればならない。 

（３）第１２１条に定める人民院議員の被選挙権を喪失させる規定は、適用されなければな

らない。 

 

民族院の軍人議員の要件 

第１５３条 

民族院における国軍司令官の指名した軍人議員は、同院における他の議員と同一の資格を

満たさなければならない。 

 

民族院の会合 

第１５４条 

（１）民族院の会期は、人民院会期が始まった日をもって開始されるものとする。 

（２）民族院の第１回常会は、民族院会議が始まった日から７日以内に召集されなければ

ならない。 

 

第１５５条 

民族院の常会を第１２４条から第１３５条までにある人民院の常会に関連する規定のと

おり行う。 

 

法案の提出 

第１５６条 

連邦議会が立法権を有する事項は、連邦議会のみが法案を提出し決定できるとこの憲法で
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規定されている事項を除いて、規定された方法に則り民族院にて審議することができる。 

 

第１５７条 

（１）関係機関は、連邦議会が制定した法律に沿った規則、規範、もしくは規約を公布し

た後、直近の民族院常会の場で、民族院議長が認めた手順に従い、当該規側、規範、

規約を議員へ配布しなければならない。 

（２）規則、規範、もしくは規約が他の関係法律に一致しないことが判明した場合、民族

院議員は、当該規側、規範、規約が配布された日から９０日以内に当該規側、規範、

規約の廃止もしくは修正に関し、民族院にて提議することが出来る。 

（３）規則、規範、もしくは規約の廃止又は修正を決定する際、人民院と民族院との間で

合意に達しなかった場合、当該規側、規範、規約は連邦議会にて審議される。 

 

第１５８条 

（１）連邦議会が、この憲法に基づき設立された連邦レベルの機関により提出された法案

を規定された方法に則り民族院へ送付した場合、当該法案は民族院に提出されたもの

と見なされ、同院にて審議されなければならない。 

（２）民族院議員は、連邦議会が立法権を有する事項に関する法案を民族院に提出する権

利を有する。但し、連邦議会のみが提出・決定の権利を有する法案は除く。同院議員

が提出した法案は規定された方法に則り、民族院にて協議されなければならない。 

（３）民族院の承認を得た法案は、人民院に提出され、協議及び決定が為されなければな

らない。 

 

第１５９条 

（１）民族院は、人民院から送付された法案を受領した後、当該法案に賛成するか反対す

るか、もしくは修正を施した上で賛成するかを決定する事が出来る。その後、民族院

は、当該法案を民族院の決定と共に人民院へ送り返さなければならない。 

（２）法案が民族院による修正と共に人民院へ送り返され、人民院が新たに修正を施した

上で当該法案を民族院へ再送した場合、民族院は、人民院の修正案を受け入れるなら

ば、当該法案を連邦議会議長へ提出しなければならない。 

（３）民族院は、人民院の新たな修正案に反対する場合、連邦議会の決定を仰がなければ

ならない。 

 

第１６０条 

この憲法に基づき設立された連邦レベルの機関の委員は、 

（１）民族院議長の許可を得て民族院会議に出席している間、自らの機関に関連する法案
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もしくは他の事案に関し、説明及び協議を行う権利を有する。 

（２）民族院の委員会、理事会及び組織に当該委員会委員長の許可を得て出席している間、

自らの機関に関連する法案もしくは他の事案に関し、説明及び協議を行う権利を有す

る。 

 

管区域・州議会 

管区域・州議会の構成 

第１６１条 

管区域・州議会を以下のとおり構成しなければならない。 

（１）管区域・州の各郡より２名ずつ選出された議員 

（２）管区域議会には、管区域もしくは当該管区域内に自治区域を持たず、国家の全人口の

０．１％以上の人口を持つ諸民族の議員が各１名含まれる。 

（３）州議会には、州もしくは当該州内に自治区域を持たず、国家の全人口の０．１％以上

の人口を持つ諸民族の議員が各１名含まれる。 

（４）管区域・州議会には、国軍司令官が法律に従い指名した軍人議員が全議席の４分の１

含まれる。 

 

管区域・州議会臨時議長の選出 

第１６２条 

管区域・州議会の臨時議長の選出を、第１１０条にある人民院の臨時議長の選出に関連す

る規定とおりに行う。 

 

管区域・州議会議長及び副議長の選出 

第１６３条 

管区域・州議会の議長及び副議長の選出を、第１１１条にある人民院議長及び副議長の

選出に関連する規定とおりに行う。 

 

管区域・州議会議長の職務 

第１６４条 

管区域・州議会議長は、 

（１）管区域・州議会の会議を統括しなければならない。 

（２）大統領が管区域・州議会に出席し演説を行うことを希望する場合、大統領を同会議に

招待しなければならない。 

（３）管区域・州統轄大臣が演説を希望する場合、必要な準備を進めなければならない。 

（４）管区域・州議会の会議にて審議中の案件に関し、必要があれば、この憲法に基づき設
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立された管区域・州レベルの機関を代表する委員もしくは人物を同会議に招待し、当該案件

につき説明させる権利を有する。 

（５）この憲法もしくは法律に基づき規定された他の任務を遂行しなければならない。 

 

管区域・州議会議長及び副議長の責任と地位の停止 

第１６５条 

管区域・州議会議長及び副議長の責任と地位の停止は、第１１３条にある人民院議長及

び副議長の職務遂行と地位停止の規定に従う。 

 

第１６６条 

管区域・州議会議長及び同副議長の義務、権利及び特権は、法律でこれを定める。 

 

管区域・州議会の委員会及び組織の設置 

第１６７条 

（１）管区域・州議会は、憲法の定める権能の範囲内で、立法、少数民族関連事項等を調査

するため及び議会の作業に役立てるため、必要な時に同議会議員を以て委員会もしくは組織

を設置することが出来る。 

（２）管区域・州議会は、必要に応じ、適切な国民を委員会もしくは組織に加えることが出

来る。 

（３）管区域・州議会は、必要な委員会もしくは組織を設置した際、当該委員会もしくは組

織の人数、義務、権力、特権及び任期について定めなければならない。 

 

管区域・州議会の任期 

第１６８条 

管区域・州議会の任期は、人民院の任期と同一である。人民院の任期が終了する日をもっ

て終了する。 

 

管区域・州議会議員の要件 

第１６９条 

管区域・州議会議員は、 

（１）第１２０条にある人民院議員の被選挙権と同一の資格を満たさなければならない。 

（２）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を剥奪する規定は、管区域・州議会において

も適用される。 

 

管区域・州議会の軍人議員の要件 
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第１７０条 

管区域・州議会における国軍司令官の指名した軍人議員は、同議会における他の議員と同

一の資格を満たさなければならない。 

 

管区域・州議会の会合 

第１７１条 

（１）管区域・州議会の会議は、人民院会議が始まった日を以て開始されるものとする。 

（２）管区域・州議会の第１回常会は、同議会の会議が始まった日から１５日以内に召集さ

れなければならない。 

 

第１７２条 

（１）国家平和開発評議会は、この憲法の発効後、管区域・州議会の第１回常会を召集しな

ければならない。 

（２）管区域・州議会議長は、この憲法の規定に基づき職務を継続し、次の管区域・州議会

の第１回常会を召集しなければならない。 

 

第１７３条 

（１）管区域・州議会議員は、管区域・州議会第１回常会において、管区域・州議会臨時

議長の前で付表４のとおり宣誓をしなければならない。 

（２）宣誓を済ませていない議員は、自らが初めて出席する管区域・州議会の会議において、

管区域・州議会議長の前で宣誓をしなければならない。 

 

第１７４条 

管区域・州議会議長は、少なくとも毎年１回、管区域・州議会の常会を召集しなければな

らない。また、前回召集した常会と次回召集する常会の間の期間が１２ヶ月を超えてはなら

ない。 

 

第１７５条 

管区域・州議会の会議において実施される行為は以下のとおりとする。 

（１）大統領の演説の記録 

（２）大統領の発言及び管区域・州議会議長が承認した他の発言の読み上げ及び記録 

（３）管区域・州統轄大臣の演説の記録 

（４）法案の提出、協議及び決定 

（５）管区域・州議会がこの憲法及び他の現行法の規定に従い履行すべき事項に関する協議

及び決定 



補－38 
 

（６）管区域・州議会へ提出された報告書に関する協議、決定及び記録 

（７）動議の提出、協議及び決定 

（８）質疑応答 

（９）管区域・州議会議長が承認した事項の履行 

 

第１７６条 

管区域・州議会の決定、同意及び承認が必要とされる事項に関しては、以下のとおり処理

しなければならない。 

（１）管区域・州議会が会期中の場合は、その会期において協議及び決定が為される。 

（２）管区域・州議会が会期中でない場合は、直近に開かれる管区域・州議会の会期にお

いて協議及び決定が為される。 

（３）当該事項の内、国民の利益のために迅速な対応が求められる事項に関しては、特別

会期又は緊急会期を召集の上、協議及び決定が為される。 

 

第１７７条 

管区域・州議会議長は、必要に応じて、管区域・州議会の特別会議又は緊急会議を召集す

ることが出来る。 

 

第１７８条 

管区域・州議会議長は、管区域・州統轄大臣の要請があった場合、可及的速やかに管区域・

州議会の特別会議もしくは緊急会議を召集しなければならない。 

 

第１７９条 

管区域・州議会議長は、同議会議員総数の４分の１以上の要求があった場合、可及的速や

かに管区域・州議会の特別会議を召集しなければならない。 

 

第１８０条 

（１）管区域・州議会の会議は、同会議に出席する権利を有する連邦議会議員総数の過半数

が同会議の初日に出席した場合、有効に成立する。また、出席議員が過半数に満たなか

ったために会議が成立しなかった場合は延期される。 

（２）管区域・州議会の会議は、本条（１）項の規定に基づき延期された場合及び有効に成

立して更に延長された場合、同会議に出席する権利を有する同議会議員総数の３分の１

を超える出席が得られれば有効に成立する。 

 

第１８１条 
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（１）管区域・州議会の会議における投票を以て決定すべき事項は、この憲法が他の方法

を規定している場合を除き、出席議員の多数決より決定される。 

（２）管区域・州議会議長もしくは副議長の投票は認められない。但し、賛否同数の際に

は決定票を投じなければならない。 

 

第１８２条 

管区域・州議会は、議員が同議会の許可を得ずに同議会の会議を１５日間連続して欠席し

た場合、定められた方法に則り、当該議員の地位が空席であると宣言することが出来る。但

し、延期された会議に関しては、上述の１５日間に含まれないものとする。 

 

第１８３条 

管区域・州議会は、議員の一部に空席がある場合でもその任務を執行する権利を有する。

また、同議会の会議に出席する権利を有しない人物が同議会の会議に出席の上、投票を行っ

たことが後日判明した場合でも、当該会議における決定は無効とならない。 

 

第１８４条 

管区域・州議会の職務及び記録は公表される。但し、法律もしくは同議会の決定に基づき

制限される職務及び記録は公表されない。 

 

第１８５条 

（１）管区域・州議会議員は、この憲法及び管区域・州議会法の規定に反しない限り、管

区域・州議会及び同議会の委員会及び組織において自由に投票及び発言を行う権利を有す

る。当該議員に対しては、同議会における言動を理由として、管区域・州議会法を除く法

律に基づく如何なる措置もとられてはならない。 

（２）この憲法に基づき設立された管区域・州レベル機関を代表する委員もしくは人物は、

管区域・州議会もしくは同議会の委員会への出席を認められた又は招待を受けた場合、憲

法及び管区域・州議会法の規定に反しない限り、管区域・州議会もしくは同議会の委員会

及び組織において自由に発言する権利を有する。当該人物に対しては、同議会における発

言を理由として、管区域・州議会法を除く法律に基づく如何なる措置もとられてはならな

い。 

（３）但し、本条（１）項及び（２）項で定めた人物が傷害事件を起こした場合、当該人

物に対し、管区域・州議会の規範、規約及び手続並びに現行法に基づく措置がとられなけ

ればならない。 

 

第１８６条 
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（１）管区域・州議会に出席している同議会議員又は同議会議長の許可もしくは招待によ

り同議会に出席している人物を逮捕する必要が生じた場合、管区域・州議会議長に確実な

証拠を提出しなければならない。管区域・州議会議長の許可を事前に得ることなく当該議

員もしくは人物を逮捕してはならない。 

（２）管区域・州議会委員会及び組織に出席している同委員会の委員を逮捕する必要が生じ

た場合、当該委員会等の長を通じて、管区域・州議会議長に確実な証拠を提出しなければな

らない。管区域・州議会議長の許可を事前に得ることなく当該委員を逮捕してはならない。 

（３）管区域・州議会、同議会委員会及び組織が閉会中の際に同議会議員を逮捕する必要が

生じた場合、逮捕理由を裏付ける確実な証拠を管区域・州議会議長に対し迅速に提出しなけ

ればならない。 

 

第１８７条 

管区域・州議会によって又は同議会の許可を得て出版される報告書、文書及び議事録につ

いては、裁判の対象としてはならない。 

 

法律の制定 

第１８８条 

管区域・州議会は、付表２の管区域・州議会立法管轄事項表にある事項に関し、すべての

管区域・州もしくは一部の管区域・州にて適用される法律を制定する権利を有する。 

 

第１８９条 

（１）管区域・州議会は法律を制定する際、 

（イ）この憲法に基づき設立された管区域・州レベルの機関に対し、当該法律に関わる規

側、規範、及び規約を公布する権限を委譲することが出来る。 

（ロ）関係機関もしくは当局に対し、当該法律に関わる通知、命令、指令及び処分を公布

する権限を委譲することが出来る。 

（２）法律の権限に基づき公布された規側、規範、規約、通知、命令、指令及び手続は、こ

の憲法及び関係法律の規定と一致しなければならない。 

（３）関係機関は、管区域・州議会が制定した法律に沿った規則、規範、もしくは規約が

公布された後、直近の管区域・州議会常会の場で、同議会議長が認めた手順に従い、当該

規側、規範、規約を議員へ配布しなければならない。 

（４）規則、規範、もしくは規約が他の関係法律に一致しないことが判明した場合、管区

域・州議会議員は、当該規側、規範、規約が配布された日から９０日以内に当該規側、規

範、規約の廃止もしくは修正に関し、管区域・州議会にて提議することが出来る。 

（５）管区域・州議会が、規側、規範、もしくは規約の廃止又は修正の決定を行った場合で
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も、右決定は当該規側、規範、規約に基づき右決定がなされる以前にとられた措置の有効性

に影響を及ぼさない。 

 

法案の提出 

第１９０条 

（１）憲法に基づき設立された管区域・州レベルの機関は、付表２にある管区域・州議会が

立法権を有する事項に含まれる事項の内、自らの機関の運営事項に関する法案を規定の

方法に則り管区域・州議会へ提出する権利を有する。 

（２）管区域・州政府のみが提出する権利を有する管区域・州計画、年度予算及び課税に関

する法案は、規定の方法に則り管区域・州議会に提出されなければならない。 

 

第１９１条 

管区域・州議会議員は、付表２にある管区域・州議会が立法権を有する事項に関する法案

を規定された方法に則り、同議会に提出する権利を有する。但し、管区域・州政府のみが提

出・決定の権利を有するとこの憲法が規定している事項を除く。 

 

第１９２条 

（１）この憲法に基づき設立された管区域・州レベル機関を代表する組織の委員であり、管

区域・州議会議員でもある者は、国会の場で、自らの組織に関連する法案もしくは他の事案

に関し、説明、協議及び投票を行う権利を有する。 

（２）この憲法に基づき設立された管区域・州レベル機関を代表する組織の委員であり、管

区域・州議会議員ではない者は、管区域・州議会議長の許可を得て国会に出席している間、

自らの組織に関連する法案もしくは他の事案につき説明及び協議を行う権利を有する。 

 

管区域・州予算案の提出 

第１９３条 

（１） 管区域・州議会は、管区域・州政府が提出する権利をもつ管区域・州の予算案を規

定された方法に則り提出しなければならない。 

（２）本条（１）項にある予算案に関し、管区域・州議会は、連邦予算もしくは追加基金分

配に基づき、州・管区域が連邦基金から得た財源を含む管区域・州予算を管区域・州統轄大

臣に提出し、必要に応じ協議を行い、過半数の同意を得て、賛成、拒否及び減額を行わなけ

ればならない。その際、 

（イ）憲法に基づき設立された管区域・州レベルの機関の長及び委員の給与・手当及び当

該機関の支出 

（ロ）憲法に基づき設立された自治区域の指導組織の長及び委員の給与・手当及び当該組
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織の支出 

（ハ）管区域・州が返済する責任を有する債務、当該債務に関わる支出及び管区域・州の

借入金に関わる他の支出 

（ニ）法廷による判決、命令、宣告に従って為される支出 

（ホ）支出並びに州・管区域が制定した現行法に従って為されるその他の支出に関し、州・

管区域議会にて協議を行う権利が認められる。但し、当該支出の拒否及び減額は認められな

い。 

 

第１９４条 

管区域・州議会は、管区域・州政府が管区域・州の予算を規定された方法に則り提出した

場合、決定を下さなければならない。 

 

法律の公布 

第１９５条 

（１）管区域・州統轄大臣は、 

（イ）管区域・州議会の承認を得た法案を受領した日から７日以内に、当該法案に署名の

上、法律として公布しなければならない。 

（ロ）自治地区・地域の承認を得た法案を受領した日から１４日以内に、当該法案に署名

の上、法律として公布しなければならない。 

（２）管区域・州統括大臣が本条（１）で述べた所定の期限内に法案に署名せず、法律とし

ての公布を行わなかった場合、当該法案は、当該期限の最終日に管区域・州統轄大臣の署名

を得たものと見なされ、法律として公布される。 

（３）管区域・州統轄大臣の署名を得たもしくは同署名を得たと見なされる法律は、官報に

て公表されなければならない。当該法律は、同法律中に個別の規定が含まれていない限り、

その公表の日をもって発効する。 

 

 

 

自治地区・地域の指導組織 

第１９６条 

自治地区・地域の指導組織に対し、付表３に定めた立法管轄事項に関する立法権を付与す

る。 

 

人民院、民族院及び管区域・州議会議員の義務、権利、特権 

第１９７条 
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人民院、民族院、及び管区域・州議会の議員の義務、権利及び特権は、法律でこれを定め

る。 

 

法律の効力 

第１９８条 

様々なレベルの議会及び自治地区・地域の指導組織が制定した法律の効力に関し、 

（１）連邦議会、管区域・州議会及び自治地区・地域の指導組織が制定した法律もしくは

他の現行法の規定が、憲法の規定に抵触する場合、憲法の規定を遵守しなければならない。 

（２）管区域・州議会が制定した法律の規定が、連邦議会が制定した法律の規定に抵触す

る場合、後者の法律の規定を遵守しなければならない。 

（３）自治地区・地域の指導組織が制定した法律の規定が、連邦議会が制定した法律の規

定に抵触する場合、後者の法律の規定を遵守しなければならない。 

（４）自治地区・地域の指導組織が制定した法律の規定が、管区域・州議会が制定した法

律の規定に抵触する場合、後者の法律の規定を遵守しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章「行政」 

 

連邦政府 

第１９９条 

（１）国家の行政の長は、大統領とする。 

（２） 

（イ）国家の行政権を連邦、管区域及び州に分散委譲する。 

（ロ）自治区域における自治権については、この憲法の定めるところに従い分散委譲する。 
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連邦政府の構成 

第２００条 

連邦政府を以下の人物から構成する。 

（１）大統領 

（２）副大統領 

（３）連邦大臣 

（４）連邦法務長官 

 

国防・治安評議会の構成 

第２０１条 

憲法又は他の法律によって付与された任務を遂行出来るよう、大統領率いる国防・治安評

議会を以下の人物から構成する。 

（１）大統領 

（２）副大統領 

（３）副大統領 

（４）人民院議長 

（５）民族院議長 

（６）国軍司令官 

（７）国軍副司令官 

（８）国防大臣 

（９）外務大臣 

（10）内務大臣 

（11）国境大臣 

 

 

 

大統領の責務及び権限 

第２０２条 

大統領は、連邦議会の承認を得た上で、 

（１）連邦政府の各省庁を、必要に応じて定める他、再編・補足することが出来る。 

（２）連邦大臣の定数を定める他、必要に応じて増減することが出来る。 

 

第２０３条 

大統領は、連邦議会に対し責任を負わなければならない。また、副大統領は、大統領に対

し責任を負い、大統領を通じて連邦議会に対しても責任を負わなければならない。 



補－45 
 

 

第２０４条 

大統領は、 

（１）恩赦を与える権利を有する。 

（２）国防・治安評議会の勧告に基づき、特赦を与える権利を有する。 

 

第２０５条 

大統領は、法律に従い、 

（１）名誉称号及び名誉徽章を授与しなければならない。 

（２）授与した名誉称号及び名誉徽章を無効化することが出来る。 

 

第２０６条 

大統領は、連邦議会の承認を得て、諸外国との外交関係の樹立もしくは断絶を行うことが

出来る。また、大統領は、迅速な対応が求められる状況下では、国防・治安評議会との協議

を経て、外交関係を断絶することが出来るが、連邦議会から当該措置に関する事後承認を得

なければならない。 

 

第２０７条 

大統領は法律に基づき、 

（１）自国の外交官を任命及び召還することが出来る。 

（２）外国の外交官の任命に同意し、召還に関する通報を行うことが出来る。 

（３）外国の外交官から提出された任命状を受領する。 

 

第２０８条 

大統領は法律に基づき、公務員組織の長を任命及び解任することが出来る。 

 

第２０９条 

大統領は法律に基づき、 

（１）連邦議会の承認を得て、国際・地域・二国間条約の締結、批准、廃棄及び脱退を行わ

なければならない。 

（２）連邦議会の承認を必要としない国際・地域・二国間条約に関しては、締結、批准、廃

棄及び脱退を行うことが出来る。 

 

第２１０条 

大統領は、状況に応じて国家政策及び国家状況全般に関し、連邦議会、人民院及び民族院
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にて演説を行い、国家全土に対しメッセージを送る権利を有する。 

 

第２１１条 

大統領は、必要があれば、連邦議会の緊急会期及び特別会期を召集するよう、連邦議会議

長に報告することが出来る。 

 

第２１２条 

（１）大統領は、連邦議会が閉会中の場合、連邦予算を除く行政事項の内、迅速な対応が求

められるものに関し、法的効力を有する大統領令を公布する権利を有する。 

（２）大統領は、本条（１）項の大統領令を取り消していない場合、大統領令を公布した日

から６０日以内に開かれる直近の連邦議会に大統領令を提出し、承認を得なければならない。

連邦議会が６０日以内に開かれる予定がない場合には、特別会期を召集して承認を得なけれ

ばならない。 

（３）大統領令は、連邦議会の承認が得られなかった場合、その日をもって法的効力を失う。 

（４）大統領令は、連邦議会の承認が得られた場合、大統領が要求する必要な期日まで引き

続き法的効力を有する。 

（５）大統領令は、その公布日から６０日以内に取り消された場合でも、直近の連邦議会に

提出されなければならない。 

（６）連邦議会がこの憲法に基づき決定を下す権利を有さない規定が大統領令に含まれてい

た場合、当該大統領令は停止される。 

 

 

 

第２１３条 

大統領は、 

（１）国家への侵略が行われた場合、この憲法に基づき設立された国防・治安評議会と協議

を行い、適切な軍事行動をとる権利を有する。 

（２）本条（１）項の軍事行動に関しては、連邦議会に提出し承認を得なければならない。

連邦議会が閉会中である場合は、緊急会期を召集の上、承認を得る必要がある。 

（３）連邦議会の賛成を得た場合のみ、開戦宣言及び戦争の終結を行うことが出来る。 

 

第２１４条 

大統領は、憲法の規定に基づき連邦議会により可決及び立法化された法律に署名しなけれ

ばならない。大統領の署名を得た法律は官報にて公表されなければならない。 

 



補－47 
 

第２１５条 

大統領は、如何なる議会及び法廷においても、この憲法もしくは他の現行法により付与さ

れた責務及び権利を行使してとった措置に関し、答える責任を有さない。但し、かかる大統

領の責任免除は、大統領の弾劾に関する憲法規定に影響を及ぼしてはならない。 

 

連邦政府の行政権 

第２１６条 

この憲法の規定に反しない限り、連邦の行政権は、連邦議会が立法権を有する行政事項に

も及ぶ。 

 

第２１７条 

この憲法の規定に反しない限り、連邦の行政権は大統領に付与される。但し、本項は、連

邦議会が信頼できる機関及び人物に対し責任及び権利を付与することを妨げるものではな

く、かかる責任及び権利が大統領に付与されたと見なすものでもない。 

 

第２１８条 

（１）連邦政府によるあらゆる行政措置は、大統領の名の下で行われる。 

（２）大統領は、大統領が自らの裁量で処理すべき事項としてこの憲法で規定されているも

のを除き、連邦政府が執行する権利を有する事業及び連邦政府大臣並びに政府職員への同事

業の割り振りに関する法令を制定する権利を有する。 

（３）大統領の名で公布された指令及び締結された条約は、大統領が制定する規範に明示さ

れた方法に則り、その有効性を認められなければならない。また、当該指令及び条約の有効

性は、大統領が直接的に措置をとっていないことを理由に否定されてはならない。 

（４）本条（１）項、（２）項及び（３）項の各規定の一般性に影響を与えることなく、地

域及び連邦政府事業の性質を踏まえた上で行うことが出来る。 

 

第２１９条 

連邦政府は、国の安定、平和及び法秩序の支配を維持する。 

 

第２２０条 

連邦政府は、この憲法の規定に従い、連邦政府の政策を立案しなければならない。また、

同政策に基づき必要な事業を計画し、連邦議会の承認を得て同事業を実施しなければならな

い。 

 

第２２１条 
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連邦政府は、財政委員会との協議を得て作成された連邦年度予算に基づき、連邦予算に関

する法案を起草し、憲法の規定に従い、連邦議会に提出し承認を得なければならない。 

 

第２２２条 

連邦政府は、自らが提出した連邦予算案を連邦議会が会計年度終了前に承認出来なかった

場合、連邦議会が定めた最新の連邦予算に含まれる通常支出の範囲内において財源を使用す

る権利を有する。 

 

第２２３条 

連邦政府は、憲法の規定に従い連邦議会が立法権を有する事項に関する所要の法案を連邦

議会に提出することが出来る。 

 

第２２４条 

連邦政府の省庁は、自らの管轄下にある政府機関が憲法及び現行法の規定に従い機能する

ことを確保すべく、当該政府機関に対する管理、指示及び監督、調査を行わなければならな

い。 

 

 

第２２５条 

連邦政府は、管区域・州政府及び自治地区・地域の指導組織が効率的及び成功裡に業務を

遂行出来るよう、これらと協力及び協議する。 

 

第２２６条 

連邦政府は、憲法に関する論争及び領土国境線画定を巡る紛争を除き、 

（１）管区域同士、州同士及び自治地区・地域同士並びに管区域と州及び管区域・州と自治

地区・地域の間で発生した行政上の紛争に関する協力、協議及び解決を行い、必要に応じ決

定を下す。 

（２）管区域・州と連邦直轄区域及び自治地区・地域と連邦直轄区域の間で発生した行政上

の紛争に関する協力、協議及び解決を行い、必要に応じ決定を下す。 

 

第２２７条 

連邦政府は、法律に基づき、 

（１）必要に応じ、連邦に関する公務員組織を設置の上、同組織が果たすべき義務及び機能

を規定する。 

（２）必要な数の職員を任命する。 
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第２２８条 

連邦政府は、 

（１）連邦議会で可決された行政上の決議を状況に応じて履行の上、その措置に関する報告

書を連邦議会に提出しなければならない。 

（２）国の状況全般に関し、状況に応じて連邦議会へ報告書を提出しなければならない。 

 

財政委員会の構成 

第２２９条 

（１）財政委員会を以下の人物から構成する。 

（イ）大統領を議長とする 

（ロ）副大統領を副議長とする 

（ハ）連邦法務長官を委員とする 

（ニ）連邦会計検査院長官を委員とする 

（ホ）管区域・州統括大臣を委員とする 

（へ）ネーピードー評議会委員長を委員とする 

（ト）連邦財務大臣を書記とする 

（２） 

（イ）大統領は、財政委員会の設置に際して、何らかの理由により委員の任務を担うべき人

物がいない場合には、適切な人物を暫定委員として任命することができる。 

（ロ）大統領は、財政委員会の設置について公表しなければならない。財政委員会のための

命令、指令等については大統領または副大統領が任命した人物がこれを発表しなければな

らない。 

 

財政委員会の責務及び権能 

第２３０条 

（１）連邦省庁及び連邦レベル機関の予算は、大統領が権限を与えた副大統領による検査を

受けた上で、財政委員会に提出されなければならない。 

（２）管区域・州の予算は、大統領が権限を与えたもう一人の副大統領による検査を受けた

上で、財政委員会に提出されなければならない。 

（３）財政委員会は、 

（イ）連邦領土の支出、管区域・州への連邦基金の適切な分配、特別な事案に 

関する基金供与及び借款許可を含む連邦予算案もしくは予算の再分配案を連邦議会

に提出しなければならない。 

（ロ）執行すべき財政事項に関する提案を行わなければならない。 
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（ハ）確固たる財政制度の確立に向け連邦議会から法律に基づき委任された 

業務を遂行しなければならない。 

（４）財政委員会は、管区域・州への適切な連邦基金の分配、特別な事案に関する基金供与、

必要な借款の支払いを含む連邦予算案を連邦議会に提出するため、当該予算案を大統領へ提

出しなければならない。 

（５）財政委員会は、必要に応じ、財政専門家より助言を受けることが出来る。 

 

連邦基金に編成する租税 

第２３１条 

（１）連邦は、付表５にある管区域・州が徴収する権利を有する税を除き、他のすべての

税を法律に従い徴収の上、連邦基金に加えなければならない。 

（２）管区域・州が徴収する旨規定されている収入及び税が連邦領土のために徴収される

場合、連邦は、法律に基づき当該収入及び税を徴収の上、連邦基金に加えなければならない。 

（３）連邦は、連邦基金を法律に従い使用する権利を有する。 

 

 

 

連邦大臣及び副大臣 

連邦大臣の任命 

第２３２条 

（１）大統領は、以下の要件を満たす者を連邦大臣として任命することが出来る。 

（イ）満４０歳以上であること 

（ロ）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に対し定められている要件を満たす

こと 

（ハ）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しないこと 

（ニ）国家及び国民に対し忠誠心があること 

（２）大統領は、連邦大臣を任命する際、 

（イ）連邦議会議員からであれ議員以外からであれ、本条（１）項に定められた要件を

満たす人物を選出しなければならない。 

（ロ）国防大臣、内務大臣及び国境大臣の任命に際しては、国軍司令官が任命した適切

な軍人の名簿を受領しなければならない。 

（ハ）国防大臣、内務大臣及び国境大臣以外の大臣に軍人を任命することを希望する場

合、国軍司令官と協議しなければならない。 

(３）大統領は、連邦大臣の任命に関し、自ら選んだ人物の名簿と国軍司令官の指名した軍

人の名簿を合わせて連邦議会に提出し、承認を得なければならない。 
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(４）連邦議会は、大統領から指名された連邦大臣が憲法で規定する資格を有していないこ

とを証明出来ない限り、当該人物の任命を拒否する権利を有さない。 

(５）大統領は、連邦議会の承認が得られなかった人物に代わる新たな人物を記載した名簿

を連邦議会へ再提出することが出来る。 

(６）大統領は、連邦議会の承認が得られた人物を連邦大臣として任命する。その際、大統

領は各連邦大臣に対し所管する省庁を１つもしくは複数定める。 

(７）大統領は、連邦大臣を任命する度に、連邦議会に報告しなければならない。 

(８）連邦大臣は、大統領に対し直接責任を負う。 

（９）連邦大臣は、議員ならば、連邦大臣として任命された日をもって議員としての資格を

失ったと見なす。 

（１０） 

（イ）連邦大臣は、公務員である場合、現行の公務員規定に基づき、連邦大臣に任命され

た日をもって公務員を退職したものと見なす。 

（ロ）国軍兵士は、国防、内務及び国境大臣に任命された後も、その職を辞職する必要が

ない。 

（１１）連邦大臣は、政党党員である場合、連邦大臣の職にある間、当該政党の活動に参加

することが出来ない。 

 

連邦大臣の弾劾 

第２３３条 

（１）連邦大臣は、以下の事由に該当する場合、弾劾される。 

（イ）国家に対する反逆行為 

（ロ）憲法違反 

（ハ）不良行為 

（ニ）憲法に規定する連邦大臣資格の欠如 

（ホ）法律に基づき付与された責務の不履行 

（２）連邦大臣への弾劾は、大統領もしくは副大統領に対する弾劾に関する憲法第７０条に

従い行われなければならない。 

（３）大統領は、連邦大臣に対する弾劾が正当で、その職務の継続が適切でないことを調査

した議会が示した場合、当該連邦大臣を解任しなければならない。 

（４）連邦大臣に対する弾劾が正当でないことを調査した議会が決定した場合には、関係議

会議長は、大統領に右を報告しなければならない。 

 

副大臣の任命 

第２３４条 
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（１）大統領は、連邦大臣を補佐するため、議員もしくはそれ以外の者から以下の要件を

満たす者を副大臣に任命することが出来る。 

（イ）満３５歳以上である者 

（ロ）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に対し定められている要件を満た

す者 

（ハ）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（ニ）国家及び国民に対し忠誠心がある者 

（２）大統領は、国防副大臣、内務副大臣及び国境副大臣の任命に際し、国軍司令官が任命

した適切な軍人の名簿を受領しなければならない。 

(３）大統領は、国防副大臣、内務副大臣及び国境副大臣以外の副大臣に軍人を任命するこ

とを希望する場合、国軍司令官と協議しなければならない。 

(４）大統領は、副大臣を任命する際、所管する省庁を定めなければならない。 

(５）副大臣は、所管する省庁の大臣に対して責任を負い、右大臣を通じて大統領に対して

も責任を負う。 

(６)副大臣として任命された者は、議員もしくは公務員もしくは国軍兵士もしくは政党党

員ならば、第２３２条（９）項、（10）項及び（11）項にある規定に従わなければならない。 

 

連邦大臣及び副大臣の任期、辞職、解職及び空席の補充 

第２３５条 

（１）連邦大臣及び副大臣の任期は、原則として大統領の任期と同一とする。 

（２）連邦大臣もしくは副大臣が任期終了前に何らかの理由により自らの意志で辞職する場

合には、大統領に辞表を提出することのみによって辞職することが出来る。 

（３）大統領は、 

（イ）連邦大臣もしくは副大臣が、与えられた義務を満足に果たし得ない時には、辞職す

るよう指示することが出来る。また、指示に従わない場合には、解職することが出来

る。 

（ロ）措置をとらなければならない大臣が、国軍司令官の指名した大臣である場合には、

国軍司令官と協議しなければならない。 

（４）大統領は、辞職、解任、死亡もしくは他の理由により連邦大臣もしくは副大臣が空席

となった場合、憲法規定に基づき新たな連邦大臣もしくは副大臣を任命することが出来る。

その際に任命される連邦大臣もしくは副大臣の任期は、大統領の残余の任期と同一とする。 

（５） 

（イ）連邦大臣及び副大臣は、連邦大臣を任命した大統領及び連邦大臣の地位が、辞任、

死亡もしくは他の理由により任期終了前に空席となった場合、新しい大統領が選出さ

れ、新しい連邦大臣及び副大臣が任命されるまでの間、その業務を引き続き遂行しな
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ければならない。 

（ロ）新たに任命された連邦大臣及び副大臣の任期は、新大統領の残余の任期と同一とす

る。 

（６）連邦大臣及び副大臣の義務、権利及び特権は、法律でこれを定める。 

 

連邦法務長官及び法務副長官 

第２３６条 

法務長官を連邦法務長官と呼ばなければならない。 

 

 

 

連邦法務長官の任命 

第２３７条 

（１）大統領は、連邦議会の承認を得て、法律に関する助言を得るためもしくは法律に基づ

く任務を与えるため、議員もしくはその他から、以下の要件を満たす者１名を連邦法務長官

として任命する。 

（イ）満４５歳以上の者 

（ロ）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に求められる資格を満たす者 

（ハ）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（ニ） 

（a）管区域・州の高等裁判所判事としての実務経験が５年以上の者 

（b）管区域・州レベル以上の裁判官もしくは法務官としての実務経験が１０年以上の者 

（c）高等裁弁護士としての実務経験が２０年以上の者 

（d）著名で権威のある学識者として大統領が認める者 

（ホ）国家及び国民に対する忠誠心を有する者 

（２）連邦議会は、大統領から指名された連邦法務長官が憲法で規定する資格を有していな

いことを証明できない限り、当該人物の任命を拒否する権利を有さない。 

（３）大統領は、連邦議会の承認が得られなかった人物に代わる新たな人物を連邦法務長官

として再度指名する権利を有する。 

（４）連邦法務長官は、連邦内閣の一員である。 

（５）連邦法務長官は、大統領に対し直接責任を負う。 

（６）連邦法務長官は、議員である場合、連邦法務長官に任命された日をもって議員を辞職

したものと見なす。 

（７）連邦法務長官は、公務員である場合、現行の公務員規定に基づき、連邦法務長官に任

命された日をもって公務員を退職したものと見なす。 
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（８）連邦法務長官は、政党党員である場合、連邦法務長官の職にある間、当該政党の活動

に参加することが出来ない。 

 

連邦法務長官の弾劾 

第２３８条 

連邦法務長官の弾劾は、連邦大臣の弾劾に関連する第２３３条にある規定のとおり行わな

ければならない。 

 

第２３９条 

（１）大統領は、連邦法務長官を補佐するため、議員もしくはその他から、以下の要件を満

たす者１名を任意に連邦法務副長官として任命する。 

（イ）満４０歳以上の者 

（ロ）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に求められる資格を満たす者 

（ハ）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（ニ） 

（a）管区域・州の高等裁判所判事としての実務経験が５年以上の者 

（b）管区域・州レベル以上の裁判官もしくは法務官としての実務経験が１０年以上の者 

（c）高等裁弁護士としての実務経験が１５年以上の者 

（d）著名で権威のある学識者として大統領が認める者 

（ホ）国家及び国民に対する忠誠心を有する者。 

（２）連邦法務副長官は、連邦法務長官に対し責任を負い、連邦法務長官を通じ大統領に対

しても責任を負う。 

（３）連邦法務副長官として任命された者が議員、公務員、国軍兵士または政党党員ならば、

第２３７条（６）項、（７）項及び（８）項にある規定に従わなければならない。 

 

連邦法務長官及び連邦副長官の任期、辞職、解職及び空席の補充 

第２４０条 

（１）連邦法務長官及び同副長官の任期は、原則として大統領の任期と同一とする。 

（２）連邦法務長官及び同副長官は、任期終了前に何らかの理由により自らの意志で辞職す

る場合には、大統領に辞表を提出することにより辞職することが出来る。 

（３）大統領は、連邦法務長官及び同副長官が、与えられた義務を満足に果たし得ない時に

は、辞職するよう指示することが出来る。また、指示に従わない場合には、解職することが

出来る。 

（４）大統領は、辞職、解任、死亡もしくは他の理由により連邦法務長官もしくは同副長官

が空席となった場合、憲法規定に基づき新たな連邦法務長官もしくは同副長官を任命するこ
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とが出来る。その際に任命される連邦法務長官もしくは同副長官の任期は、大統領の残余の

任期と同一とする。 

（５） 

（イ）連邦法務長官及び同副長官を任命した大統領の地位が、辞任、死亡もしくは他の理

由により任期終了前に空席となった場合、新たに選出された大統領は引き続き現在の連邦法

務長官及び同副長官を起用するか、または憲法規定に従って新たに連邦法務長官及び同副長

官を任命することができる。また、現在の連邦法務長官及び同副長官は、新しい連邦法務長

官及び同副長官が任命されるまでの間、その業務を引き続き遂行しなければならない。 

（ロ）新たに任命された連邦法務長官及び同副長官の任期は、新大統領の残余の任期と同

一とする。 

（６）連邦法務長官及び同副長官の義務、権利及び特権は、法律でこれを定める。 

 

連邦会計検査院長官及び会計検査院副長官 

第２４１条 

会計検査院長官を連邦会計検査院長官と呼ばなければならない。 

 

連邦会計検査院長官の任命 

第２４２条 

（１）大統領は、各政府機関の支出を検査し、連邦議会に報告するため、連邦議会議員もし

くはそれ以外から以下の要件を満たす者１名を連邦議会の承認を得て、連邦会計検査院長官

に任命する。 

（イ）満４５歳以上の者 

（ロ）年齢制限を除き、年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に求められる資格

を満たす者 

（ハ）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（ニ） 

（a）管区域・州レベル以上の会計検査員としての実務経験が１０年以上の者 

（b）国民登録証担当官もしくは認定証担当官としての実務経験が２０年以上の者 

（c）著名で権威のある学識者として大統領が認める者 

（ホ）国家及び国民に対する忠誠心を有する者 

（２）連邦議会は、連邦会計検査院長官が要件を満たしていないことを証明できない限り、

大統領の指名する連邦会計検査院長官の任命を拒否する権利を有さない。 

（３）大統領は、連邦議会の承認が得られなかった人物に代わる新たな人物を連邦会計検査

院長官の名簿を連邦議会に再度提出する権利を有する。 

（４）連邦会計検査院長官は、大統領に対し直接責任を負う。 
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（５）連邦会計検査院長官もしくは同副長官は、議員である場合、連邦会計検査院長官もし

くは同副長官に任命された日をもって議員を辞職したものと見なす。 

（６）連邦会計検査院長官もしくは同副長官は、公務員である場合、現行の公務員規定に基

づき、連邦会計検査院長官もしくは同副長官に任命された日をもって公務員を退職したもの

と見なされる。 

（７）連邦会計検査院長官もしくは同副長官は、政党党員である場合、連邦法務長官もしく

は同副長官の職にある間、当該政党の活動に参加することが出来ない。 

 

連邦会計検査院長官の弾劾 

第２４３条 

連邦会計検査院長官の弾劾は、連邦大臣の弾劾に関連する第２３３条にある規定のとおり

行わなければならない。 

 

連邦会計検査院副長官の任命 

第２４４条 

（１）大統領は、連邦会計検査院長官を補佐するため、連邦議会議員もしくはそれ以外から

以下の要件を満たす者１名を任意に連邦会計検査院副長官に任命する。 

（イ）満４０歳以上の者 

（ロ）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に求められる資格を満たす者 

（ニ）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（ハ） 

（a）管区域・州レベル以上の会計検査員としての実務経験が１０年以上の者 

（b）国民登録証担当官もしくは認定証担当官としての実務経験が１５年以上の者 

（c）著名で権威のある学識者として大統領が認める者 

（ニ）国家及び国民に対する忠誠心を有する者 

（２）連邦会計検査院副長官は、連邦会計検査院長官に対し責任を負い、連邦会計検査院長

官を通じ大統領に対しても責任を負う。 

（３）連邦会計検査院副長官として任命された者が、連邦議会議員、公務員も、国軍兵士ま

たは政党党員ならば、第２４２条（５）、（６）及び（７）にある規定に従わなければならな

い。 

 

連邦会計検査院長官及び同副長官の任期、辞職、解職及び空席の補充 

第２４５条 

（１）連邦会計検査院長官及び同副長官の任期は、原則として大統領の任期と同一とする。 

（２）連邦会計検査院長官及び同副長官は、任期終了前に何らかの理由により自らの意志で
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辞職する場合には、大統領に辞表を提出することにより辞職することが出来る。 

（３）大統領は、連邦会計検査院長官及び同副長官が、与えられた義務を満足に果たし得な

い時には、辞職するよう指示することが出来る。また、指示に従わない場合には、解職する

ことが出来る。 

（４）大統領は、辞職、解任、死亡もしくは他の理由により連邦会計検査院長官もしくは同

副長官が空席となった場合、憲法規定に基づき新たな連邦会計検査院長官もしくは同副長官

を任命することが出来る。その際に任命される連邦会計検査院長官もしくは同副長官の任期

は、大統領の残余の任期と同一とする。 

（５） 

（イ）連邦会計検査院長官及び同副長官を任命した大統領の地位が、辞任、死亡もしくは

他の理由により任期終了前に空席となった場合、新たに選出された大統領は、引き続き現在

の連邦会計検査院長官及び同副長官を起用することができ、または憲法規定に従って新たに

連邦会計検査院長官及び同副長官を任命することができる。また、現在の会計検査院長官及

び同副長官は、新しい連邦会計検査院長官及び同副長官が任命されるまでの間、その業務を

引き続き遂行しなければならない。 

（ロ）新たに任命された連邦法務長官及び同副長官の任期は、新大統領の残余の任期と同

一とする。 

（６）連邦会計検査院長官及び同副長官の義務、権利及び特権は、法律でこれを定める。 

 

連邦人事院の設置 

第２４６条 

（１）大統領は、公務員の選任、育成、公務員規程の制定を遂行するため、連邦人事院を設

置しなければならない。 

（２）大統領は、以下の要件を満たす者を連邦人事院長官及び委員に任命する。 

（イ）満５０歳以上の者 

（ロ）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に求められる資格を満たす者 

（ハ）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（ニ）経験豊富な有識者 

（ホ）国家及び国民に対する忠誠心を有する者 

（ヘ）政党党員ではない者 

（ト）議員ではない者 

（３）連邦人事院の長官もしくはその委員は、公務員である場合、現行の公務員規程に基づ

き、連邦人事院の長官もしくはその委員として任命された日をもって、公務員を退職したも

のと見なされる。 

（４）連邦人事院長官は、大統領に対し直接責任を負い、同院委員は、同院長官を通じ大統
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領に対し責任を負う。 

（５）連邦人事院長官及び委員の任期は、原則として大統領の任期と同一とする。 

（６）連邦人事院長官及び委員の義務、権利、辞職及び解任は、法律でこれを定める。 

 

管区域・州政府 

 

第２４７条 

（１）管区域・州の行政の長を管区域・州統括大臣と呼ぶ。 

（２）管区域・州政府の委員を管区域・州大臣と呼ぶ。 

 

管区域・州政府の設置 

第２４８条 

（１）各管区域・州に政府を組織する。 

（２）管区域・州政府を以下の者から構成する。 

（イ）管区域・州統括大臣 

（ロ）管区域・州大臣 

（ハ）管区域・州法務長官 

（３）大統領は、管区域・州議会の承認を得た上で、 

（イ）管区域・州の各省庁を必要に応じて定める他、改編・補充することが出来る。 

（ロ）管区域・州大臣の人数を必要に応じて定める他、増減することが出来る。 

 

 

管区域・州政府の行政権 

第２４９条 

この憲法の規定に反しない限り、管区域・州政府の行政権は、管区域・州議会が立法権を

有する事項及び連邦法に基づき管区域・州政府が実施する権利を有する事項にも及ぶ。 

 

第２５０条 

管区域・州政府は、連邦政府が国家の安全、社会の平和・平穏及び法の支配の確保に向け

た措置をとる際、大統領を補佐する責任を有する。 

 

第２５１条 

管区域・州政府は、連邦政府の政策及び連邦法に反しない限り、管区域・州議会の承認を

得た上で、各管区域・州において実施すべき事業に関わる計画を履行しなければならない。 
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第２５２条 

管区域・州政府は、憲法の規定に従い、連邦政府の年度予算に基づき、当該管区域・州予

算案を管区域・州議会に提出しなければならない。 

 

第２５３条 

管区域・州政府は、自らが提出した管区域・州予算案を管区域・州議会が会計年度終了前

に承認出来なかった場合、管区域・州議会が定めた最新の予算に含まれる通常支出の財源を

使用する権利を有する。 

 

管区域・州政府が徴収する租税 

第２５４条 

（１）管区域・州は、付表５にある税金を法律に従って徴収し、管区域・州の財源として

加えなければならない。 

（２）管区域・州は、管区域・州の財源を法律に従って使用しなければならない。 

 

第２５５条 

管区域・州政府は、憲法の規定に従い、付表２にある管区域・州議会が立法権を有する事

項に関し、必要な法案を管区域・州議会へ提出することが出来る。 

 

第２５６条 

管区域・州政府は、 

（１）管区域・州政府機関及びその管轄下にある機関が憲法及び現行法の規定に従い機能す

ることを確保すべく、当該機関に対する管理、指示、監督及び調査を行わなければならない。 

（２）管区域・州において業務を遂行している政府機関の機能に対する監督、調査、協力及

び調整を法律に従って行うことが出来る。 

 

第２５７条 

管区域・州政府は、連邦国家公務員法に基づいて行われる事業もしくは連邦政府との調整

を通じて行われる事業を履行するため、 

（１）必要に応じ、管区域・州レベルの公務員組織を設立することが出来る。 

（２）必要な数の職員を任命することが出来る。 

 

第２５８条 

管区域・州政府は、 

（１）管区域・州議会で可決された行政上の決議を状況に応じて履行の上、その措置に関す
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る報告書を管区域・州議会に提出しなければならない。 

（２）管区域・州に関する事項全般に関する報告書を状況に応じて連邦政府及び管区域・州

議会に提出しなければならない。 

 

第２５９条 

管区域・州政府は、連邦政府が状況に応じて割り振った事業を履行しなければならない。 

 

管区域・州政府事務局 

第２６０条 

管区域・州政府の総合行政局の長は、管区域・州政府の書記の職務を遂行する。さらに、

管区域・州政府の総合行政局を当該管区域・州政府の事務局とする。 

 

管区域・州大臣 

管区域・州大臣の任命 

第２６１条 

（１）管区域・州統括大臣及び管区域・州大臣は、以下の要件を満たさなければならない。 

（イ）満３５歳以上である者 

（ロ）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に求められる資格を満たす者 

（ハ）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（ニ）国家及び国民に対し忠誠心がある者 

（２）大統領は、管区域・州統括大臣を任命するため、 

（イ）当該管区域・州における管区域・州議会議員の中から、規定されている要件を満た

す適切な者を１名選出しなければならない。 

（ロ）選出した管区域・州議会議員の氏名を管区域・州議会に提出し、承認を得なければ

ならない。 

（３）大統領は、管区域・州議会の承認を得た議員を、当該管区域・州の統括大臣に任命す

る。 

（４）管区域・州議会は、管区域・州統括大臣が要件を満たしていないことを証明できない

限り、大統領の指名する管区域・州統括大臣の任命を拒否する権利を有さない。 

（５）大統領は、管区域・州議会の承認が得られなかった人物に代わる新たな人物を管区域・

州統括大臣として再度提出する権利を有する。 

 

管区域・州大臣 

管区域・州大臣の任命 

第２６２条 
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（１）管区域・州統括大臣は、 

（イ）当該管区域・州議会議員からであれ議員以外からであれ、第２６１条（１）項に定

められた要件を満たす適切な人物を選出しなければならない。 

（ロ）治安及び国境地域に関する事項に関する任務を与えるために、国軍司令官に対し適

切な軍人の指名を要求しなければならない。 

（ハ）当該管区域・州における自治地区・地域の指導組織より、当該組織の長たる者の名

簿を得なければならない。 

（ニ）当該管区域・州における民族関係事項を処理するため選出された議員の名簿を当該

選挙管理委員会より得なければならない。 

（２）管区域・州統括大臣は、自ら選んだ人物の名簿と国軍司令官の指名した軍人の名簿を

合わせて管区域・州議会に提出し、承認を得なければならない。 

（３）管区域・州議会は、指名された管区域・州大臣が要件を満たさないことを証明出来な

い限り、管区域・州統括大臣の指名する管区域・州大臣の任命を拒否する権利を有さない。 

（４）管区域・州統括大臣は、管区域・州議会の承認が得られなかった人物に代わる新た

な人物を記載した名簿を管区域・州議会へ再提出することが出来る。 

（５）管区域・州統括大臣は、管区域・州大臣任命のため、管区域・州議会の承認を得た

者、自治地区・地域の名簿及び民族関係事項を処理するため選出された議員の名簿を大統領

に提出しなければならない。 

（６）大統領は、管区域・州統括大臣から提出された者を、当該管区域・州大臣に任命し

なければならない。その際、所管する省庁を管区域・州統括大臣と協議した上で、定めなけ

ればならない。 

（７）大統領は、 

（イ）管区域・州大臣に任命された自治地区・地域の指導組織の長に対し、当該自治地区・

地域の関連事項の処理に関する任務を与えなければならない。 

（ロ）民族関係事項を処理するため管区域・州大臣に任命された議員に対し、同事項の処

理に関する任務を与えなければならない。 

（８）自治地区・地域の指導組織の長及び民族関係事項を処理するため選出された議員を

管区域・州大臣に任命するに際し、大統領は、憲法に規定する年齢制限を減じて考慮するこ

とが出来る。 

（９）大統領は、管区域・州統括大臣と協議した上で自治地区・地域の関連事項及び民族

関係事項を処理する大臣に対し、他の省庁を兼轄して任命することが出来る。 

（１０）管区域・州統括大臣は、治安及び国境地域に関する事項以外を所管する管区域・

州大臣に軍人を任命する際には、国軍司令官と協議を行い、当該管区域・州議会の承認を得

て、大統領に提出しなければならない。 

（１１）大統領は、管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣の任命を、当該管区域・



補－62 
 

州議会及び連邦議会に報告しなければならない。 

（１２） 

（イ）管区域・州統括大臣は、大統領に対し直接責任を負う。 

（ロ）管区域・州大臣は、管区域・州統括大臣に対し責任を負い、管区域・州統括大臣を

通じて大統領に対しても責任を負う。 

（１３）管区域・州統括大臣及び管区域・州大臣の任期は、原則として、大統領の任期と

同一とする。 

（１４） 

（イ）管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣は、公務員である場合、現行の公務員

規定に基づき、連邦大臣もしくは副大臣に任命された日をもって公務員を退職したものと見

なされる。 

（ロ）国軍兵士は、管区域・州政府の治安及び国境問題を担当する管区域・州大臣に任命

された後も、その職を辞職する必要がない。 

 

 

 

管区域・州統括大臣及び大臣の弾劾 

第２６３条 

（１）管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣は、以下の事由に該当する場合、弾劾さ

れる。 

（イ）国家に対する反逆行為 

（ロ）憲法違反 

（ハ）不良行為 

（ニ）憲法に規定する管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣たる資格の欠如 

（ホ）法律に基づき与えられた責任の不履行 

（２）上記の事由により管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣を弾劾する場合、当該

管区域・州議会議員総数の４分の１以上が署名し、当該管区域・州議会議長に提出しなけれ

ばならない。 

（３）当該管区域・州議会議長は、調査委員会を設置の上、弾劾事項に関する調査を行わな

ければならない。その際、調査作業の規模を見積もった上で、調査期間を定めなければなら

ない。 

（４）弾劾を受けている管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣は、自らもしくは代理

人を通じて反駁する権利を有する。 

（５） 

（イ）管区域・州議会議長は、管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣に対する弾劾
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に関する調査結果を調査委員会より提出された場合、右を当該管区域・州議会に提出しなけ

ればならない。また、管区域・州議会議長は、当該管区域・州議会議員総数の３分の２以上

が弾劾の正当性を認定した場合、当該決定を大統領に報告しなければならない。 

（ロ）大統領は、弾劾された管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣をその職から解

職しなければならない。 

（ハ）弾劾が正しくないと当該管区域・州議会が認定した場合、管区域・州議会議長は、

当該決定を大統領へ報告しなければならない。 

 

管区域・州統括大臣及び大臣の辞職、解職及び空席の補充 

第２６４条 

（１）管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣が任期終了前に何らかの理由により自ら

の意志で辞職する場合には、大統領に辞表を提出して辞職することが出来る。 

（２）大統領は、 

（イ）管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣が、与えられた義務を満足に果たし得

ない時には、辞職するよう指示することが出来る。また、指示に従わない場合には、解職す

ることが出来る。 

（ロ）措置をとらなければならない管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣が、国軍

司令官の指名した大臣である場合には、国軍司令官と協議しなければならない。 

（３）大統領は、辞職、解任、死亡もしくは他の理由により管区域・州統括大臣もしくは管

区域・州大臣が空席となった場合、憲法規定に基づき新たな管区域・州統括大臣もしくは管

区域・州大臣を任命することが出来る。その際に任命される管区域・州統括大臣もしくは管

区域・州大臣の任期は、大統領の残余の任期と同一とする。 

（４）管区域・州統括大臣は及び管区域・州大臣の権利、義務及び特権を法律により制定す

る。 

 

管区域・州法務長官 

第２６５条 

管区域・州法務長官を管区域・州法務長官（Advocate-General）と呼ぶ。 

 

管区域・州法務長官の任命 

第２６６条 

（１）管区域・州統括大臣は、法律に関する助言を得るためもしくは法律に基づく任務を与

えるため、管区域・州議会の承認を得た上で、議員もしくはその他から以下の要件を満たす

者１名を管区域・州議会の承認を得て、大統領に提出する。 

（イ）満４０歳以上の者 
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（ロ）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に求められる資格を満たす者 

（ハ）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（ニ） 

（a）管区域・州レベル以上の裁判官もしくは法務官としての実務経験が５年以上の者又

は県レベル以上の裁判官もしくは法務官としての実務経験が１０年以上の者 

（b）高等裁弁護士としての実務経験が１５年以上の者 

（ホ）国家及び国民に対する忠誠心を有する者 

（２）管区域・州統括大臣は、当該管区域・州議会の承認を得た上で、管区域・州法務長官

として任命する者を大統領へ提出し、大統領は当該人物を管区域・州法務長官として任命し

なければならない。 

（３）大統領は、管区域・州法務長官が要件を満たしていないことを証明できない限り、管

区域・州法務長官の任命を拒否する権利を有さない。 

（４）管区域・州統括大臣は、管区域・州議会の承認が得られなかった人物に代わる新たな

人物を管区域・州法務長官として再度提出する権利を有する。 

（５）管区域・州法務長官は、当該管区域・州内閣の一員である。 

（６）管区域・州法務長官は、 

（イ）管区域・州統括大臣を通じ、大統領に対し責任を負う。 

（ロ）連邦法務長官及び管区域・州統括大臣に対しても責任を負う。 

 

管区域・州法務長官の弾劾 

第２６７条 

管区域・州法務長官に対する弾劾は、管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣に対す

る弾劾に関する第２６３条に基づき行われなければならない。 

 

管区域・州法務長官の辞職、解任及び空席の補充 

第２６８条 

辞職、解任、後任の補充及び公務員の職を退職したものと見なすことに関して、管区域・

州統括大臣もしくは管区域・州大臣に対して規定されている第２６２条（１４）項及び第２

６４条にある規定は、管区域・州法務長官に対しても適用される。 

 

第２６９条 

管区域・州法務長官の義務、権利及び特権は、法律でこれを定める。 

 

管区域・州会計検査院長官 

第２７０条 
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管区域・州会計検査院長官は、管区域・州会計検査院長官と呼ばれる。 

 

管区域・州会計検査院長官の任命 

第２７１条 

（１）管区域・州統括大臣は、当該管区域・州の支出を検査し、当該管区域・州議会に報告

するため、議員もしくはそれ以外から以下の要件を満たす者１名を管区域・州議会の承認を

得て、大統領に提出する。 

（イ）満４０歳以上の者 

（ロ）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に求められる資格を満たす者 

（ハ）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（ニ） 

（a）管区域・州レベル以上の会計検査員としての実務経験が５年以上の者もしくは県レ

ベル以上の会計検査員としての実務経験が１０年以上の者 

（b）国民登録証担当官もしくは認定証担当官としての実務経験が１５年以上の者 

（ホ）国家及び国民に対する忠誠心を有する者 

（２）管区域・州統括大臣は、当該管区域・州議会の承認を得た上で、管区域・州会計検査

院長官として任命する者を大統領に提出し、大統領は当該人物を管区域・州会計検査院長官

に任命しなければならない。 

（３）大統領は、管区域・州会計検査院長官が要件を満たしていないことを証明できない限

り、管区域・州統括大臣が提出した管区域・州会計検査院長官の任命を拒否する権利を有さ

ない。 

（４）管区域・州統括大臣は、管区域・州議会の承認が得られなかった人物に代わる新たな

人物を管区域・州会計検査院長官として再度提出する権利を有する。 

（５） 

（イ）管区域・州会計検査院長官は、管区域・州統括大臣を通じて大統領に対し責任を負

う。 

（ロ）連邦会計検査院長官及び管区域・州統括大臣に対しても責任を負う。 

 

管区域・州会計検査院長官の弾劾 

第２７２条 

管区域・州会計検査院長官に対する弾劾は、管区域・州統括大臣もしくは管区域・州大臣

に対する弾劾に関する第２６３条に従い行われなければならない。 

 

管区域・州会計検査院長官の辞職、解任及び空席の補充 

第２７３条 
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辞職、解任、後任の補充及び公務員の職を退職したものと見なすことに関して、管区域・

州統括大臣もしくは管区域・州大臣に対して規定されている第２６４条にある規定は、管区

域・州法会計検査院長官に対しても適用される。 

 

第２７４条 

管区域・州会計検査院長官の義務、権利及び特権は、法律でこれを定める。 

 

 

 

自治地区・地域の指導組織 

第２７５条 

自治地区・地域の行政機関を、自治地区・地域の指導組織（leading body）と呼ぶ。 

 

自治地区・地域の指導組織の設置 

第２７６条 

（１）自治地区・地域は、自治区域としての地位は同一である。 

（２）各自治地区・地域において指導組織を設置する。当該指導組織は、付表３に基づき分

散委譲された立法権を行使する。 

（３）自治地区・地域の指導組織は、最低１０名の委員から構成するものとする。 

（４）自治地区・地域の指導組織は、以下の者から構成される。 

（イ）自治地区・地域における地区より選出された管区域・州議会議員 

（ロ）治安もしくは国境地域に関する事項を処理するために国軍司令官が法律に従い指名

した軍人代表 

（ハ）本項（イ）及び（ロ）の人物が選出した代表 

（５）本条（４）項（イ）及び（ロ）に挙げられる自治地区・地域の指導組織の委員は、相

互に協議して、自治地区・地域における地区より選出された管区域・州議会議員の中から適

切な者１名を委員長に選出する。当該委員長の指名を管区域・州統括大臣を通じ、大統領へ

提出しなければならない。 

（６）大統領は、候補者を、自治地区・地域の指導組織の委員長に任命しなければならない。 

（７）自治地区・地域の指導組織の委員長は、自動的に当該管区域・州大臣となる。従って、

管区域・州大臣に適用される憲法規定は、当該指導組織の委員長に対しても適用される。 

（８）当該自治地区・地域の指導組織の委員長及び委員は、 

（イ）既に管区域・州を得ている民族以外の少数民族の内、当該自治地区・地域において

生活しており、人口10,000 人以上を有する民族から第１６９条に定められた管区域・州議

会議員の要件を満たす者を１名ずつ選出しなければならない。 
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（ロ）自治地区・地域における委員が１０名に満たない場合、最低１０名を満たすため、

当該自治地区・地域における住民の中から、管区域・州議会議員たる要件を満たす適切な者

を必要なだけ選出しなければならない。 

（９）国軍司令官は、必要に応じ自治地区・地域の指導組織の委員総数の４分の１にあたる

委員を、軍人から任命出来る。 

（１０）国軍司令官が法律に従い、自治地区・地域の指導組織の委員として任命した軍人は、

管区域・州議会議員の要件を満たさなければならない。 

（１１） 

（イ）自治地区・地域の指導組織の委員長は、当該組織の委員の名前を発表しなければな

らない。 

（ロ）自治地区・地域の指導組織の委員長は、当該管区域・州統括大臣に対し直接責任を

負い、当該管区域・州統括大臣を通じて大統領に対しても責任を負う。 

（ハ）自治地区・地域の指導組織の委員は、当該組織の委員長に対し責任を負う。 

（ニ）自治地区・地域の指導組織の委員長及び委員の任期、措置、辞任、解職及び空席の

補充は、法律でこれを定める。 

（１２）自治地区・地域の指導組織の委員長及び委員の義務、権利及び特権は、法律でこれ

を定める。 

 

自治地区・地域の指導組織の自治権 

第２７７条 

この憲法の規定に反しない限り、自治地区・地域の指導組織の自治権は、以下の事項に及

ぶ。 

（１）自治地区・地域の指導組織が立法権を有する事項 

（２）自治地区・地域の指導組織が、連邦議会により制定された法律に基づき履行する権限

を有する事項 

（３）自治地区・地域の指導組織が、管区域・州議会により制定された法律に基づき履行す

る権限を有する事項 

 

第２７８条 

自治地区・地域の指導組織は、連邦政府が国家の安全、社会の平和・平穏及び法の支配の

確保に向けた措置をとる際、連邦政府を補佐する責任を有する。 

 

第２７９条 

（１）連邦政府の政策に反しない限り、自らの領土の開発計画を作成し、管区域・州政府と

同計画に関する協議を行わなければならない。 
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（２）年度予算案を作成し、憲法の規定に基づき管区域・州政府と協議を行い、承認を得な

ければならない。 

（３）管区域・州予算に含まれる財源を規定された方法に則り使用する権利を有する。 

（４）自らが提出した自治地区・地域の予算案を管区域・州議会が会計年度終了前に承認出

来なかった場合、管区域・州議会が定めた最新の予算により認められる通常支出の財源を使

用する権利を有する。 

 

第２８０条 

自治地区・地域の指導組織は、自らの領土において業務を遂行している公務員組織の機能

に対し、法律に従い、監督及び調整を行うことが出来る。 

 

第２８１条 

自治地区・地域の指導組織は、自らの領土の状況全般に関する報告書を連邦政府及び州・

管区域議会に提出しなければならない。 

 

第２８２条 

自治地区・地域の指導組織は、連邦政府及び管区域・州政府から状況に応じて割り振られ

た事業を履行しなければならない。 

 

自治地区・地域の総合行政局 

第２８３条 

自治地区・地域の総合行政局の長は、当該自治地区・地域の指導組織の書記として職務を

遂行する。また、自治地区・地域の総合行政局を当該自治地区・地域の指導組織の事務局と

する。 

 

連邦直轄区域たるネーピードーの行政区分 

第２８４条 

（１）連邦直轄区域たるネーピードーには、この憲法の効力が発生する日にネーピードー特

別区域内に存在するすべての県及び郡が含まれる。 

（２）大統領は、連邦直轄区域たるネーピードーに存在する県及び郡を、必要に応じて再編

することが出来る。 

 

ネーピードー評議会の設置 

第２８５条 

（１）ネーピードー評議会委員長及び委員は以下の要件を満たさなければならない。 
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（イ）満３５歳以上の者 

（ロ）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に求められる資格を満たす者 

（ハ）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（ニ）大統領が規定した他の要件を満たす者 

（２）大統領は、 

（イ）ネーピードー評議会を設置しなければならない。 

（ロ）ネーピードー評議会委員長及び委員の要件を満たす人物を任命しなければならない。 

（ハ）ネーピードー評議会において治安に関する事項を協議するため、国軍司令官が同評

議会委員として指名した適切な軍人の名簿を受領しなければならない。 

（ニ）法律に基づき、ネーピードー評議会委員長及び委員の数を必要に応じ定める。 

（３）ネーピードー評議会委員長は、大統領に対し直接責任を負い、同評議会委員は、同評

議会委員長を通じて大統領に対し責任を負う。 

（４）ネーピードー評議会委員長もしくは同委員は、議員である場合、ネーピードー評議会

委員長もしくは同委員に任命された日をもって議員を辞職したものと見なされる。 

（５）ネーピードー評議会委員長もしくは同委員は、公務員である場合、現行の公務員規定

に基づき、ネーピードー評議会委員長もしくは同委員に任命された日をもって公務員を退職

したものと見なされる。 

（６）国軍兵士は、ネーピードーの治安を協議するためネーピード評議会委員長もしくは同

委員に任命された後も、国軍を辞職する必要がない。 

（７）ネーピードー評議会委員長もしくは同委員は、政党党員である場合、ネーピードー評

議会委員長もしくは同委員の職にある間、当該政党の活動に参加することが出来ない。 

 

ネーピードー評議会委員長及び委員の任期、辞職、解職及び空席の補充 

第２８６条 

（１） 

（イ）ネーピードー評議会委員長及び委員の任期は、原則として大統領の任期と同一とす

る。 

（ロ）ネーピードー評議会委員長もしくは同委員が任期終了前に何らかの理由により自ら

の意志で辞職する場合には、大統領に辞表を提出して辞職することが出来る。 

（ハ）大統領は、 

（a）ネーピードー評議会委員長もしくは同委員が、与えられた義務を満足に果たし得な

い時には、辞職するよう指示することが出来る。また、指示に従わない場合には、解職する

ことが出来る。 

（b）措置をとらなければならない委員が、国軍司令官の指名した軍人である場合には、

国軍司令官と協議しなければならない。 
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（ニ）大統領は、辞職、解任、死亡もしくは他の理由によりネーピードー評議会委員長も

しくは同委員が欠けた場合、憲法規定に基づき新たなネーピードー評議会委員長もしくは同

委員を任命することが出来る。その際に任命されるネーピードー評議会委員長もしくは同委

員の任期は、大統領の残余の任期と同一とする。 

（２）ネーピードー評議会の設置並びに同評議会の委員長及び委員の義務、権利及び特権は、

法律でこれを定める。 

 

ネーピードー評議会事務局 

第２８７条 

ネーピードーの総合行政局の長は、ネーピードー評議会の書記として職務を遂行する。ま

た、ネーピードーの総合行政局をネーピードー評議会の事務局とする。 

 

県及び郡レベルの行政 

第２８８条 

県及び郡レベルの行政は、国家公務員に委任され、当該公務員によって遂行される。 

 

区又は村落区レベルの行政 

第２８９条 

区又は村落区レベルの行政は、法律に従い、社会から尊敬を受ける高潔な人物に委任され、

当該人物によって遂行される。 

 

公務員 

第２９０条 

職員の任命、昇進、退職、規範の施行、公務規範の指定及び公務員への措置は法に従って

行われなければならない。 

 

第２９１条 

国家公務員である国軍兵士の業務の性質は特別であるため、当該兵士に対しては国軍に関

する法律に従った措置をとらなければならない。 

 

 

第２９２条 

国家公務員であるミャンマー警察職員の業務の性質が特別であることに鑑み、当該職員に

関する個別の法律を制定しなければならない。 
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第６章「司法」 

裁判所の設置 

第２９３条 

国家の裁判所を以下のとおり組織する。 

（１）連邦最高裁判所、管区域・州高等裁判所、自治地区・地域裁判所、県裁判所、郡裁判

所、法律に基づき設置された他の裁判所 

（２）軍法会議 

（３）憲法裁判所 

 

連邦最高裁判所 

連邦最高裁判所の設置 

第２９４条 

連邦に最高裁判所を１カ所設置する。連邦最高裁判所は、軍法会議及び憲法裁判所の裁判

権を侵害しない範囲において、連邦における最高位の裁判所である。 

 

連邦最高裁判所の基本的権能 

第２９５条 

（１）連邦最高裁判所は、以下の事項に関して、独自の司法権を有する。 

（イ）連邦が締結した国家間条約により生じるすべての事項 

（ロ）連邦政府と州・管区域政府の間で発生した紛争（但し、憲法に関する紛争を除く） 

（ハ）管区域同士及び州同士並びに管区域と州の間及び連邦領土と州・管区域の間で発生

した紛争（但し、憲法に関する紛争を除く） 

（ニ）法律で規定したその他の事項 

（２）連邦最高裁判所は、連邦における最高位の裁判所であり、控訴に対する最終的な判決

を下す裁判所でもある。 

（３）連邦最高裁判所による判決は最終的なものであるため、当該判決に対し控訴する権利

は認められない。 

（４）この憲法及び法律の規定に反しない限り、連邦最高裁判所は、州・管区域高等裁判所

及び他の裁判所が出した判決を決定することが出来る控訴に関し、司法権を有する。 

（５）連邦最高裁判所は、法律に基づく改正に関し、司法権を有する。 

 

第２９６条 

（１）連邦最高裁判所は以下の令状を発行する権限を有する。 
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（イ）人身保護令状（habeas corpus） 

（ロ）職務執行令状（mandamus） 

（ハ）禁止令状（prohibition） 

（ニ）勅令（certiorari） 

（ホ）召喚状（quo warrant） 

（２）国家緊急事態が宣言されている地域においては、令状発行に関する要請を停止しなけ

ればならない。 

 

司法に関する予算 

第２９７条 

連邦最高裁判所は、この憲法の規定に従い、司法上の予算を連邦年度予算に関する法案に

組み込むため、当該予算を連邦政府に提出する。 

 

司法に関する報告 

第２９８条 

連邦最高裁判所長官は、状況に応じて、国家もしくは国民に関わる重要な司法状況を連邦

議会もしくは人民院もしくは民族院に提出する権利を有する。 

 

連邦最高裁判所長官及び連邦最高裁判所判事の任命 

第２９９条 

（１）連邦最高裁判所の長を、連邦最高裁判所長官と呼ぶ。 

（２）連邦最高裁判所において長官を含めた判事を７名以上１１名以下任命することが出

来る。 

（３） 

（イ）大統領は、連邦最高裁判所長官として任命されるのに適切な人物の名簿を連邦議会

に提示して承認を求めなければならない。 

（ロ）連邦議会は、連邦最高裁判所長官及び同判事が第３０１条で規定された要件を有さ

ないことを証明出来ない限り、大統領が最高裁判所長官として任命すべく名簿に記載した人

物を拒否する権利を有さない。 

（ハ）大統領は、連邦議会の承認が得られなかった人物に代わる新たな人物を記載した名

簿を連邦議会へ再提出することが出来る。 

（ニ）大統領は、連邦議会の承認を得た人物を連邦最高裁判所長官として任命する。 

（４） 

（イ）大統領は、連邦最高裁判所長官と協議の上、連邦最高裁判所判事として任命される

のに適切な人物を連邦議会へ提示して承認を求めなければならない。 
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（ロ）連邦議会は、連邦最高裁判所長官及び同判事が第３０１条で規定された要件を有さ

ないことを証明出来ない限り、大統領が連邦最高裁判所判事として任命するべく名簿に記載

した人物を拒否する権利を有さない。 

（ハ）大統領は、連邦議会の承認が得られなかった人物に代わる新たな人物を記載した名

簿を連邦議会へ再提出することが出来る。 

（ニ）大統領は、連邦議会の承認を得た人物を連邦最高裁判所判事として任命する。 

 

第３００条 

（１）連邦最高裁判所長官もしくは同判事は、政党政治活動を行ってはならない。 

（２）連邦最高裁判所長官もしくは同判事は、公務員である場合、現行の公務員規定に基づ

き、連邦最高裁判所長官もしくは同判事に任命された日をもって公務員を退職したものと見

なす。 

 

連邦最高裁判所長官及び連邦最高裁判所判事の要件 

第３０１条 

連邦最高裁判所長官及び同判事は以下の要件を満たさなければならない。 

（１）満５０歳以上７０歳以下の者 

（２）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に求められる資格を満たす者 

（３）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（４） 

（イ）管区域・州高等裁判所判事としての実務経験が５年以上の者 

（ロ）管区域・州レベル以上の裁判官もしくは法務官としての実務経験が１０年以上の者 

（ハ）高等裁弁護士としての実務経験が２０年以上の者 

（ニ）権威ある著名な法律専門家として大統領が認める者 

（５）国家及び国民に対する忠誠心を有する者 

（６）政党党員ではない者 

（７）議員ではない者 

 

 

連邦最高裁判所長官及び連邦最高裁判所判事の弾劾 

第３０２条 

（１）大統領、人民院及び民族院議員は、以下の事由に該当する連邦最高裁判所長官もしく

は同判事を弾劾することが出来る。 

（イ）国家に対する反逆行為 

（ロ）憲法違反 
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（ハ）不良行為 

（ニ）憲法第３０１条に規定する連邦最高裁判所長官もしくは同判事たる資格の欠如 

 (ホ)法律により与えられた責任の不履行 

（２）大統領は、弾劾する場合、 

（イ）連邦最高裁判所長官もしくは同判事に対する弾劾を連邦議会議長へ提出しなければ

ならない。 

（ロ）連邦議会議長は、調査委員会を設置の上、法律に基づき弾劾事項に関する調査を行

わなければならない。 

（ハ）調査委員会を設置する際、人民院及び民族院からそれぞれ同数の議員を委員として

加え、右委員の中から適切な人物を委員長として任命しなければならない。 

（ニ）調査作業の規模を勘案し調査期間を定めなければならない。 

（ホ）大統領は、自ら又は代理人を通じて、調査委員会に対し自らが行う弾劾に関し説明

することが出来る。また、関連の証拠及び証人を提示する権利を有する。 

（ヘ）弾劾の調査に際しては弾劾を受けている連邦最高裁判所長官及び同判事は、自ら又

は代理人を通じて反駁する権利を有する。 

（ト）連邦議会議長は、調査委員会による調査結果を連邦議会にて報告しなければならな

い。 

（チ）連邦議会議長は、同議会議員総数の３分の２以上が弾劾の正当であり最高裁判所長

官または同判事として引き続き職務を遂行することが不適切であることを決定した場合、当

該決定を大統領に報告しなければならない。 

（リ）大統領は、弾劾された連邦最高裁判所長官または同判事をその職から解職しなけれ

ばならない。 

（ヌ）弾劾は正当ではないとの決定を連邦議会が下した場合、連邦議会議長は当該決定を

大統領へ報告しなければならない。 

（３）人民院または民族院議員が弾劾を行う場合、 

（イ）大統領または副大統領に対する弾劾は、第７１条に基づいて行わなければならない。 

（ロ）最高裁判所長官または同判事に対する弾劾は正当であり、最高裁判所長官又は同判

事として引き続き職務を遂行することが不適切であることを決定した場合、大統領は弾劾を

受けた最高裁判所長官または同判事をその職から解職しなければならない。 

（ハ）弾劾は正当ではないことを議会が決定した場合、その議会の議長は同決定を大統領

に報告しなければならない。 

 

最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任期 

第３０３条 

連邦最高裁判所長官及び同判事は、以下の事由に該当しない限り、満７０歳まで職務を継
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続することが出来る。 

（１）自らの意思による辞職 

（２）憲法規定による弾劾 

（３）法律に基づき指定する医師団の診断により、心身に異常をきたし職務を継続すること

が能力がないと判断されること 

（４）死亡 

 

第３０４条 

連邦最高裁判所長官及び同判事の義務、権利及び特権は、法律でこれを定める。 

 

管区域・州高等裁判所 

 

管区域・州高等裁判所の設置 

第３０５条 

すべての管区域・州に、管区域・州高等裁判所を設置する。 

 

管区域・州高等裁判所の権能 

第３０６条 

管区域・州高等裁判所は、法律に基づき以下の司法権が付与される。 

（１）初期の訴訟に対する判決 

（２）控訴に対する判決 

（３）改正に対する判決 

（４）法律により規定された事項に対する判決 

 

 

第３０７条 

（１）司法事項を所管するマンダレー管区域高等裁判所は、ネーピードーに所在する裁判所

の高等裁判所である。 

（２）管区域・州内の区域が連邦直轄区域に指定された場合、司法事項を所管する当該管区

域・州高等裁判所は、当該連邦直轄区域に所在する裁判所の高等裁判所である。 

 

管区域・州高等裁判所長官及び判事の任命 

第３０８条 

(１）管区域・州高等裁判所の長を、管区域・州高等裁判所長官と呼ぶ。 

(２）管区域・州高等裁判所において長官を含めた判事を３名以上７名以下任命することが
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出来る。 

（３） 

（イ）大統領は、連邦最高裁判所長官及び管区域・州統括大臣と協議した上で、当該管区

域・州高等裁判所長官を指名するための名簿を当該管区域・州議会に提出しなければならな

い。また、管区域・州統括大臣は、連邦最高裁判所長官と協議した上で、当該管区域・州高

等裁判所判事を指名するための名簿を当該管区域・州議会に提出しなければならない。 

（ロ）管区域・州議会は、大統領から指名された管区域・州高等裁判所長官もしくは管区

域・州統括大臣から指名された管区域・州高等裁判所判事が第３１０条で規定された要件を

満たさないことを証明出来ない限り、当該人物の任命を拒否する権利を有さない。 

（ハ）本項（ロ）に基づき管区域・州議会の承認が得られなかった人物に代わる新たな人

物を記載した名簿を管区域・州議会へ再提出する権利が認められる。 

（ニ）大統領は、管区域・州議会の承認を得た人物を管区域・州高等裁判所長官もしくは

同判事として任命する。 

 

第３０９条 

（１）管区域・州高等裁判所長官もしくは同判事は、政党政治活動を行ってはならない。 

（２）管区域・州高等裁判所長官もしくは同判事は、公務員である場合、現行の公務員規定

に基づき、管区域・州高等裁判所長官もしくは同判事に任命された日をもって公務員を退職

したものと見なす。 

 

管区域・州高等裁判所長官及び判事の要件 

第３１０条 

連邦最高裁判所長官及び同判事は以下の要件を満たさなければならない。 

（１）満４５歳以上６５歳以下の者 

（２）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に求められる資格を満たす者 

（３）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（４） 

（イ）管区域・州高等裁判所判事としての実務経験が５年以上の者または県レベル以上の

裁判官もしくは法務官としての実務経験が１０年以上の者 

（ロ）高等裁弁護士としての実務経験が１５年以上の者 

（ハ）著名で権威のある法律専門家として大統領が認める者 

（５）国家及び国民に対する忠誠心を有する者 

（６）政党党員ではない者 

（７）議員ではない者 
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管区域・州高等裁判所長官及び判事の弾劾 

第３１１条 

（１）連邦最高裁判所長官及び同判事は、以下の事由に該当する場合、弾劾される。 

（イ）国家に対する反逆行為 

（ロ）憲法違反 

（ハ）不良行為 

（ニ）第３１０条に規定する管区域・州高等裁判所長官または判事たる資格の欠如 

（ホ）法律に基づき与えられた責任の不履行 

（２）大統領は管区域・州高等裁判所長官に対する弾劾を行う必要があるとき、及び管区域・

州統括大臣は管区域・州高等裁判所判事に対する弾劾を行う必要があるときには、当該弾劾

を管区域・州議会議長へ提出しなければならない。 

（３）管区域・州高等裁判所長官もしくは同判事を弾劾する場合、当該管区域・州議会議員

総数の４分の１以上が署名し、当該管区域・州議会議長に提出しなければならない。 

（４）管区域・州議会議長は、調査委員会を設置の上、弾劾事項に関する調査を行わなけれ

ばならない。その際、調査作業の規模を勘案した上で、調査期間を定めなければならない。 

（５） 

 （イ）大統領もしくは管区域・州統括大臣が弾劾する場合、調査委員会を管区域・州議会

議員から構成し、その中から適切な人物１名を委員長として任命しなければならない。 

（ロ）大統領もしくは管区域・州統括大臣は、自らもしくは代理人を通じて、調査委員会

に対し当該弾劾に関し説明することが出来る。また、関連の証拠及び証人を提示する権利を

有する。 

（６）弾劾を受けている人物は、自らもしくは代理人を通じて反駁する権利を有する。 

（７）管区域・州議会議長は、調査委員会による調査結果を管区域・州議会にて報告しなけ

ればならない。 

（８）管区域・州議会議長は、同議会議員総数の３分の２が管区域・州高等裁判所長官また

は判事に対する弾劾は正当であり、管区域・州高等裁判所長官または判事として引き続き職

務を遂行することが不適切であることを決定した場合、管区域・州高等裁判所長官について

は当該決定を大統領に、また管区域・州高等裁判所判事については、当該決定を管区域・州

統括大臣に報告しなければならない。管区域・州統括大臣は当該報告事項を大統領に提出し

なければならない。 

（９）大統領は、弾劾された管区域・州高等裁判所長官もしくは同判事をその職から解職し

なければならない。 

（１０）管区域・州高等裁判所長官に対する弾劾が正しくないとの決定を管区域・州議会が

下した場合、関係する議院議長は当該決定を大統領へ報告しなければならない。また、管区

域・州高等裁判所判事に対する弾劾が正しくないとの決定を管区域・州統括大臣へ報告しな
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ければならない。 

 

管区域・州高等裁判所長官及び同判事の任期 

第３１２条 

管区域・州高等裁判所長官及び同判事は、以下の事由に該当しない限り、満６５歳まで職

務を継続することが出来る。 

（１）自らの意思による辞職 

（２）憲法規定による弾劾 

（３）法律により指定する医師団の診断により、心身に異常をきたし職務を継続することが

不適切であると判断されること 

（４）死亡 

 

第３１３条 

管区域・州高等裁判所長官及び同判事の義務、権利及び特権は、法律でこれを定める。 

 

 

管区域・州高等裁判所管轄の下級裁判所 

第３１４条 

管区域・州高等裁判所の下に、以下の下級裁判所を設置する。 

（１）管区域・州内に自治区域が存在しない場合、 

（イ）県裁判所 

（ロ）郡裁判所 

（２）管区域・州内に自治地区域が存在する場合 

（イ）自治地区内に、 

（a）自治地区裁判所 

（b）郡裁判所 

（ロ）自治地域内に、 

（a）自治地域裁判所 

（b）郡裁判所 

（ハ）他の地域に、 

（a）県裁判所 

（b）郡裁判所 

（３）連邦直轄区域に、 

（イ）県裁判所 

（ロ）郡裁判所 
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（４）法律により定められた他の裁判所 

 

県裁判所及び郡裁判所の権能 

第３１５条 

県裁判所及び自治地区・地域裁判所は、法律に基づき、初期の刑事訴訟及び民事訴訟並び

に控訴及び改正並びに法律により規定された事項に関する司法権を有する。 

 

第３１６条 

郡裁判所は、法律に基づき、初期の刑事訴訟及び民事訴訟並びに法律により規定された事

項に関する司法権を有する。 

 

第３１７条 

法律に基づき任命された裁判官は、この憲法及び他の法律に基づき設立された裁判所にお

いて、連邦全土における司法事項を処理しなければならない。 

 

 

第３１８条 

（１）管区域・州高等裁判所所管の裁判所判事の任命、司法権の委譲、義務、権利、特権の

決定は、法律に基づき、これを行う。 

（２）連邦最高裁判所、管区域・州高等裁判所及び他の裁判所の職員を含む組織、義務、権

利及び特権の決定は、法律に則り、これを行う。 

 

軍法会議 

第３１９条 

第２９３条（２）項に基づき、軍法会議を憲法及びその他の法律にて組織し、国軍兵士の

裁判を行わなければならない。 

 

憲法裁判所 

憲法裁判所の設置 

第３２０条 

憲法裁判所は議長を含む９名から構成される。 

 

第３２１条 

大統領により指名された３名、人民院議長により指名された３名及び民族院議長により指

名された３名の合計９名及びその中から憲法裁判所議長に指名された人物の名簿は、連邦議
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会に提出され、連邦議会の承認を得なければならない。 

 

憲法裁判所の役割 

第３２２条 

憲法裁判所は以下の役割を果たすものとする。 

（１）憲法規定の解釈 

（２）連邦議会、管区域・州議会若しくは自治地区・地域が制定した法律の合憲性の精査 

（３）連邦、管区域、州及び自治地区・地域における行政措置の合憲性の精査 

（４）連邦、管区域、州及び自治地区・地域の間で発生した憲法に関する論争に決定を下す

こと 

（５）連邦、管区域、州及び自治地区・地域が連邦法の実施においてそれぞれが有する権利・

義務に関する論争に決定を下すこと 

（６）大統領が通告した連邦直轄区域に関する事項の審査及び決定 

（７）連邦議会が制定した法律に基づく任務 

 

憲法裁判所の決定に関する効力 

第３２３条 

裁判所が事案を審理している最中に法律規定の合憲性に関する論争が起こり、憲法裁判所

が右論争に対する判決を下していない場合には、裁判所は当該事案の審理を中断の上、法律

規定の合憲性に関する自らの意見を規定された方法により憲法裁判所へ提出しなければな

らない。また、当該論争に対する憲法裁判所の判決はすべての事例に適用される。 

 

第３２４条 

憲法裁判所の判決は最終的なものである。 

 

憲法裁判所による法の解釈、決定及び意見の請願 

第３２５条 

以下に該当する人物は、憲法裁判所による法の解釈、決定及び意見に関し、憲法裁判所に

直接請願する権利を有する。 

（１）大統領 

（２）連邦議会議長 

（３）人民院議長 

（４）民族院議長 

（５）連邦最高裁判所長官 

（６）連邦選挙管理委員会委員長 
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第３２６条 

以下に該当する人物または組織は、憲法裁判所による法の解釈、決定及び意見に関して、

規定された手続きに従い、憲法裁判所に請願する権利を有する。 

（１）管区域・州統括大臣 

（２）管区域・州議会議長 

（３）自治地区・地域指導組織議長 

（４）連邦議会議員総数の１０％以上の議員団 

 

憲法裁判所議長及び委員の任命 

第３２７条 

大統領は、連邦議会の承認を得た憲法裁判所の議長及び委員を任命する。 

 

第３２８条 

連邦議会は、憲法裁判所の委員として大統領から指名された人物の不適格性を証明出来な

い限り、当該人物の任命を拒否する権利を有さない。 

 

第３２９条 

大統領は、憲法の規定に基づき、連邦議会の承認が得られず空席となっている憲法裁判所

委員を新たに指名の上、当該人物の名簿を連邦議会へ再提出する権利を有する。 

 

第３３０条 

憲法裁判所委員は、 

（１）議員である場合、憲法裁判所委員に任命された日に議員を辞職したものと見なされる。 

（２）公務員である場合、現行の公務員規定に基づき、憲法裁判所委員に任命された日に公

務員を退職したものと見なされる。 

（３）政党の党員である場合、憲法裁判所委員の任期中は、当該政党の活動に参加してはな

らない。 

 

第３３１条 

憲法裁判所委員は、任期満了前の辞任を自ら希望する場合、大統領へ辞表を提出し辞職す

ることができる。 

 

第３３２条 

大統領は、ある特定の理由により憲法裁判所委員に空席が生じた場合、この憲法の規定に
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基づき新たな委員を任命することが出来る。 

 

憲法裁判所委員の要件 

第３３３条 

大統領、人民院議長及び民族院議長は、議員もしくは議員ではない人物の中から以下の要件

を満たす人物を３名ずつ選出する。 

（１）５０歳に達した者 

（２）年齢制限を除き、第１２０条にある人民院議員に求められる資格を満たす者 

（３）第１２１条にある人民院議員の被選挙権を喪失させるような規定に抵触しない者 

（４） 

（イ）管区域・州高等裁判所判事としての実務経験が５年以上の者 

（ロ）管区域・州レベル以上の裁判官もしくは法務官としての実務経験が１０年以上の者 

（ハ）高等裁弁護士としての実務経験が２０年以上の者 

（ニ）権威ある著名な法律専門家として大統領が認める者 

（５）政党党員ではない者 

（６）議員ではない者 

（７）政治、行政、経済及び安全保障に見識を有する者 

（８）国家及び国民に対する忠誠心を有する者 

 

憲法裁判所議長及び委員の弾劾 

第３３４条 

（１）憲法裁判所議長及び委員は、以下の理由に基づき弾劾され得る。 

（イ）国家に対する反逆行為 

（ロ）憲法違反 

（ハ）不良行為 

（ニ）第３３３条に規定する憲法裁判所委員としての資格の欠如 

（ホ）法律に基づき与えられた責任の不履行 

（２）憲法裁判所議長及び委員への弾劾は、連邦最高裁判所長官もしくは同判事への弾劾に

関する大３０２条に基づいて行われなければならない。 

 

憲法裁判所の任期 

第３３５条 

憲法裁判所の任期は連邦議会同様５年とする。但し、任期終了後であっても、大統領がこ

の憲法に基づき新たな憲法裁判所を設立するまでは、引き続きその任務を遂行するものとす

る。 
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第３３６条 

憲法裁判所の構成・関係及び憲法裁判所議長及び同委員の権利、義務及び特権は法律によ

り規定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章「国軍」 

 

第３３７条 

国軍は、国防のために最も肝要な軍隊である。 

 

第３３８条 

武器を保持するすべてのミャンマー国内の組織は、国軍の指揮下に置かれなければならな

い。 

 

第３３９条 

国軍は、あらゆる国内外の危険からミャンマー連邦を守る際、主導的な役割を果たす義務

を有する。 

 

第３４０条 

国軍は、国防・治安評議会の同意に基づき、国防のために全国民の動員計画をたてる権利

を有する。国軍が主導し国民全体の軍事戦略を策定しなければならない。 

 

第３４１条 

国軍は、国家及び国民を脅かす危機がミャンマー国内で発生した際、国民を支援する義務

を有する。 

 

第３４２条 

大統領は、国防・治安評議会の提案と承認により、国軍司令官を任命する。 
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第３４３条 

軍法会議は、 

（１）国軍兵士の組織または個人に対して法律に基づき執行される。 

（２）国軍司令官による決定が最終的なものとなる。 

 

第３４４条 

負傷及び死亡または戦死した国軍兵士の家族を支援するため法律を規定しなければなら

ない。 

 

 

 

第８章「国民の権利・義務」 

 

第３４５条 

以下の要件のいずれかを満たすすべての者は、ミャンマー連邦の国民である。 

（１）ミャンマー連邦の国民たる両親より出生した者 

（２）この憲法が発効した日に、当該人物が現行法に基づき国民としての権利が付与されて

いること 

 

第３４６条 

国籍、帰化及び国籍取消に関する事項は、法律の定めるところによる。 

 

第３４７条 

国家は、すべての国民に対し、法の下で平等な権利を与えなければならない。また法的保

護を受ける権利も平等に与えねばならない。 

 

第３４８条 

国家は、如何なるミャンマー連邦の国民に対しても、民族、出生、宗教、社会的地位、身

分、文化、性別及び貧富に基づく差別を行ってはならない。 

 

第３４９条 

国民は、以下の分野において平等な権利を享受するものとする。 

（１）公務員によるサービス 

（２）職業 
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（３）貿易 

（４）営利事業 

（５）技術教育を受け、技術職に就くこと 

（６）学術、科学技術の探求 

 

第３５０条 

女性は、同様の職種においては、男性と同等の権利を享受し、同等の給与を得る権利を有

する。 

 

第３５１条 

母親、子供及び妊娠中の女性は、法律に規定されている権利を享受する。 

 

 

第３５２条 

国家は、職務及び公務員の任命に際し、如何なるミャンマー国民に対しても、当該人物が

その職務に就くための規定された要件を満たしている限り、民族、出生、宗教、性別に基づ

き、差別もしくは優遇してはならない。但し、本規定は、男性のみが就くことが適切な地位

に男性のみを任命することを妨げるものではない。 

 

第３５３条 

法律に基づき実施する場合を除き、如何なる国民の生命及び自由を脅かすことがあっては

ならない。 

 

第３５４条 

国家の治安、法の支配、社会の平和又は国民の道徳のために規定された法律に反しない限

り、すべての国民は以下の権利を自由に行使する権利を有する。 

（１）自らの信念及び意見を自由に表現する権利 

（２）武力を用いず平和裡に集会を行う権利 

（３）結社の権利 

（４）民族もしくは宗教による偏見を受けることなく、自らの言語、文学、文化、自らが信

仰する宗教、習慣を自由に発展させる権利 

 

第３５５条 

すべての国民は、法に基づき、連邦内のあらゆる場所に定住及び移住する権利を有する。 
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第３５６条 

国家は、すべての国民が合法的に取得した流動資産及び固定資産を法に基づき保護しなけ

ればならない。 

 

第３５７条 

国家は、この憲法の規定に反しない範囲において、国民の居住地周辺、財産及びすべての

通信手段の安全を保護する義務を有する。 

 

第３５８条 

国家は、奴隷制度及び人身取引を禁止する。 

 

 

第３５９条 

国家は、法律違反をした受刑者に対する懲罰としての労働及び国民の利益のために国家が

法に基づき課した任務を除いては、強制労働を禁止する。 

 

第３６０条 

（１）経済・財政・政治もしくは他の世俗的な活動と関わりのある宗教活動は、第３４条に

ある宗教の自由に含まれない。 

（２）宗教の自由は、国家による社会福祉及び改革を目的とした法律の制定を妨げるもので

はない。 

 

第３６１条 

国家は、仏教を大多数のミャンマー国民が信仰する宗教として承認する。 

 

第３６２条 

国家は、憲法が発効した日に、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教及び精霊信仰もミ

ャンマー国内に存在する宗教として承認する。 

 

第３６３条 

国家は、国家が承認した宗教を可能な限り支援し、保護する。 

 

第３６４条 

政治目的で宗教を濫用してはならない。また、民族・宗教間の憎悪、敵対心もしくは不和

を引き起こすことを意図した、もしくは右を引き起こし得る行為は、この憲法に反するもの
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であり、処罰の対象として法律を制定することができる。 

 

第３６５条 

すべての国民は、法律に従い、自らが大切にしている文学、文化、芸術、慣習を自由に発

展させる権利を有する。但し、その際には、民族の団結に害を及ぼすことを避けなければな

らない。また、右行為が民族の利益に悪影響を及ぼす場合は、関係者同士での協議を経て互

いに了承した上で行うものとする。 

 

第３６６条 

すべての国民は、ミャンマー連邦が定めた教育に関する基本方針に従い、 

（１）学習する権利を有する。 

（２）法律に規定された義務教育を受けなければならない。 

（３）科学研究、文学及び芸術の発展に向けた創造と研究及び自由な文化研究の権利を有す

る。 

 

第３６７条 

すべての国民は国家が定めた保健に関する基本方針に従い、医療サービスを受ける権利を

有する。 

 

第３６８条 

国家は、優れた教養を持つ国民に対し、民族、宗教及び性別に基づく差別を行わず、当該

人物の資格に基づき、支援を行う。 

 

第３６９条 

（１）すべての国民は、この憲法及び関連法に反しない限り、人民院、民族院、管区域・州

議会の選挙権及び被選挙権を有する。 

（２）有権者は、法律に従い、議員の解職を求める権利を有する。 

 

第３７０条 

国民は、法律に従い国家の経済発展を目的とした経済活動を国内で自由に行う権利を有す

る。 

 

第３７１条 

国家は、国家の経済発展のために技術、投資、機械及び原材料等を得られるよう支援しな

ければならない。 
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第３７２条 

国家は、国民が憲法に反することなく経済活動を行う際、財産を所有し行使する権利及び

知的創造の権利ならびに著作権を保障する。 

 

第３７３条 

何人も、罪を犯した場合、当該時点で発効していた関連法のみに基づき判決を受け、その

法律により規定される限度を超えた刑を受けない。 

 

第３７４条 

何人も、管轄裁判所から判決を受けるまたは最終的に刑を免れた後に、再度取り調べを受

けることはない。但し、上級裁判所がこれらの判決を取り消し、事件の再審を命じた場合に

は、その限りではない。 

 

第３７５条 

訴追された人物は、法に従い、反論する権利を有する。 

 

第３７６条 

何人も、国家の安全もしくは法の支配もしくは国民の平和と利益のための法に基づく予防

措置が必要な事例又は現行法により許可される事例を除いては、司法管轄権のある判事によ

る再拘留命令なしに、24時間を超えた拘束を受けない。 

 

第３７７条 

すべての国民は、本章で保障された権利を享受するため、関連規定に基づき、連邦最高裁

判所での審議を求める権利を有する。 

 

第３７８条 

（１）本章により認められる権利を申請する事案において、連邦最高裁判所は適切な方法に

より、以下の令状を発行する権限を有する。 

（イ）人身保護令状 

（ロ）職務執行令状 

（ハ）禁止令状 

（ニ）勅令 

（ホ）召喚状 

（２）連邦最高裁判所が令状を発行する権利は、現行法に基づき他の裁判所が右令状と同様
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の内容の命令を下す権利を妨げるものではない。 

 

第３７９条 

以下の事態が発生している場合、国民の治安のために必要な事例を除き、第３７７条で規

定された権利を要求する権利を停止してはならない。 

（１）戦争 

（２）外国による侵略 

（３）暴動 

 

第３８０条 

外国との関わりを有するすべての国民は、国内外において国家による保護を求める権利を

有する。 

 

第３８１条 

法律により与えられた国民による苦情申し立ての権利は、以下の事態が発生している場合

を除き、拒否されてはならない。 

（１）外国による侵略 

（２）暴動 

（３）緊急事態 

 

第３８２条 

本章で規定されている公共の秩序と規律を維持する任務を負っている国軍兵士に関する

権利の一部に関し、制限もしくは廃止が必要な場合、法律制定によってのみ、それを為すも

のとする。 

 

第３８３条 

すべての国民は、以下の事項を遵守する義務を有する。 

（１）連邦の分裂阻止 

（２）民族の団結 

（３）国家主権の堅持 

 

第３８４条 

すべての国民は、憲法の規定を遵守する義務を有する。 

 

第３８５条 
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すべての国民は、ミャンマー連邦の独立、国家主権及び領土を守る義務を有する。 

 

第３８６条 

すべての国民は、法の規定に従い、軍事訓練を受け、軍務に服する義務を有する。 

  

第３８７条 

すべての国民は、連邦精神に基づき、民族間の団結、社会の平和及び安定に向け努力する

義務を有する。 

 

第３８８条 

すべての国民は、近代的かつ発展した国家を築く義務を有する。 

 

第３８９条 

すべての国民は、法律に基づき、納税の義務を有する。 

 

第３９０条 

すべての国民は、国家が行う以下の事業に貢献する義務を有す。 

（１）国家文化遺産の維持及び保護 

（２）環境保全 

（３）人材育成 

（４）公共物の保護 

 

 

 

第９章「選挙」 

 

議員の選出 

第３９１条 

議員選出の際、 

（１）すべての国民は、選挙実施日の時点で満１８歳に達し、法律により投票資格を喪失し

ていない限り、投票権を有する。 

（２）法律に基づき投票権を有するすべての国民は、各選挙区において議員１名に対し１票

のみ投じる権利を有する。 

（３）憲法の規定に基づき投票権を有する少数民族関係者は、管区域・州議会の少数民族代

表の選出についても、投票権を有する。 
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（４）無記名投票を行うものとする。 

 

第３９２条 

以下に該当する人物には投票権を認めないものとする。 

（１）宗教事業の従事者 

（２）服役中の者 

（３）関連法に基づき精神障害者であると判断される者 

（４）貧民宣告を受け、未だ右宣告を解除されていない者 

（５）選挙法に基づき投票を禁じられている者 

 

第３９３条 

候補者は１回の選挙において、 

（１）１つの議会のみにおいて選出される権利を有する。 

（２）１つの選挙区のみにおいて立候補する権利を有する。 

 

第３９４条 

（１）連邦直轄区域もしくは連邦議会が法律の規定に基づき認める連邦直轄区域に居住する

有権者は、人民院及び民族院の議員のみを選ぶ権利を有する。 

（２）管区域・州議会議員は、連邦議会が法律の規定に基づき連邦直轄区域として認めた区

域の選挙区で選出された場合、法律で別途定められていない限り、管区域・州議会議員の職

務を継続することが出来ない。 

 

第３９５条 

すべての国民は、この憲法及び選挙法の規定に基づき資格を喪失していない限り、議会選

挙に立候補する権利を有する。 

 

議員の解職 

第３９６条 

（１）議員は、以下の理由に基づき解職され得る。 

（イ）国家に対する反逆行為 

（ロ）憲法違反 

（ハ）不良行為 

（ニ）憲法に規定する議員資格の欠如 

（ホ）法律に基づき与えられた責任の不履行 

（２）解職の対象となる議員に関する告訴は、当該選挙区の有権者の１％以上により、連邦
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選挙管理委員会に対し行われなければならない。 

（３）連邦選挙管理委員会は、法律に従い、告訴に関する調査を行わなければならない。 

（４）告訴に関する調査が行われている間、当該議員は、自らまたは代理人を通じて反駁す

る権利を有する。 

（５）連邦選挙管理委員会は、告訴が事実であり、当該議員に職務を継続させるべきではな

いと判断した場合、法律に基づく措置をとらなければならない。 

 

第３９７条 

連邦議会は、議員の選挙及び解職に関する所要の法律を定める。 

 

連邦選挙管理委員会 

第３９８条 

（１）大統領は、連邦選挙管理委員会を組織する。その際、大統領は、憲法に規定されてい

る連邦大臣の任命に関する規定に従い、連邦選挙管理委員会委員長を含む５名以上の委

員を任命することが出来る。 

（２）連邦選挙管理委員会の委員長及び委員は、以下の要件を満たす者でなければならない。 

（イ）満５０歳以上の者 

（ロ）年齢制限を除き、人民院議員に求められる資格を満たす者 

（ハ） 

（a）連邦最高裁長官、連邦最高裁判事、州・管区域高等裁判事又はこれらと同等の地位に

おける実務経験が５年以上の者 

（b）州・管区域レベル以上の裁判官または法務官としての実務経験が１０年以上の者 

（c）高等裁弁護士としての実務経験が２０年以上の者 

（d）大統領が権威ある著名な人物として見なす者 

（ニ）品位あり経験豊富な者 

（ホ）人民院議員として立候補する権利を認めない規定に抵触しない者 

（ヘ）国家と国民に対する忠誠心を有する者 

（ト）政党党員ではない者 

（チ）議員ではない者 

（リ）給与・手当が支払われる他の地位に就いていない者 

 

連邦選挙管理委員会の権能 

第３９９条 

連邦選挙管理委員会は以下の業務を行う。 

（１）議会選挙の実施 
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（２）議会選挙の監督並びに全国各レベルの小委員会の結成及び監督 

（３）選挙区の指定及び修正 

（４）投票者名簿の作成 

（５）自然災害もしくは治安状況により自由で公正な選挙を実施出来ない選挙区における選

挙の変更 

（６）憲法規定に基づく選挙・政党に関する手続法の公布並びに関係法に基づく手続き及び

指示の公布 

（７）選挙に関する紛争の解決を目的とした選挙法廷の設置 

（８）法に基づき任命された職務の遂行 

 

連邦選挙管理委員会委員長及び同委員の弾劾 

第４００条 

（１）大統領は、連邦選挙管理委員会委員長もしくは同委員は、以下の理由に基づき弾劾す

ることができる。 

（イ）国家に対する反逆行為 

（ロ）憲法違反 

（ハ）不良行為 

（ニ）憲法に規定する要件の欠如 

（ホ）法律に基づき与えられた責任の不履行 

（２）連邦最高裁長官もしくは同判事は弾劾に関して、憲法規定に従った措置を取らなけれ

ばならない。 

 

第４０１条  

（１）現職の連邦選挙管理委員会の委員長及び委員は、健康状態又はその他の理由による辞

任を自ら希望する場合、大統領に辞表を提出して、辞任することが出来る。 

（２）大統領は、連邦選挙管理委員会の委員長及び委員が辞職、解職、死亡又はその他の理

由により空席となった場合、憲法中の連邦大臣任命に関する規定に従い、新たな委員長

又は委員を任命することが出来る。 

（３）公務員は、連邦選挙管理委員会の委員長又は委員に任命された場合、現行の公務員法

に基づき、その日をもって公務員を退職したものと見なす。 

 

連邦選挙管理委員会の決定及び措置 

第４０２条 

以下の事項に関する連邦選挙管理委員会の決定及び措置は最終的なものである。 

（１）選挙に関する手続 
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（２）選挙議席の決定・指令に関する控訴及び修正 

（３）政党法に基づく措置が取られる事項 

 

第４０３条 

連邦選挙管理委員会の委員長及び委員の責任、権限及び権利は、法律により定められる。 

 

 

 

第１０章「政党」 

 

政党の結成 

第４０４条 

政党は、 

（１）連邦の分裂阻止、民族の団結及び国家主権の堅持を目的としなければならない。 

（２）国家の恩義を尊重しなければならない。 

 

第４０５条 

政党は、 

（１）規律ある真の複数政党制民主主義を受け入れ実践しなければならない。 

（２）この憲法及び現行法を遵守しなければならない。 

（３）政党として合法的に登録されなければならない。 

 

第４０６条 

政党は、国内法に基づき、 

（１）自由に活動を行う権利を有する。 

（２）選挙に参加する権利を有する。 

 

政党の解党 

第４０７条 

以下の事由に該当する場合、政党は存立することが認められない。 

（１）現行法に基づき、非合法組織として認定された場合 

（２）国家への反乱を企てる武装反乱組織もしくは政府がテロ組織として認定した組織や個

人、もしくは非合法組織として認定した組織を直接的であれ、間接的であれ、連携し又

は支援した場合 

（３）外国の政府、宗教組織、その他の組織もしくは個人から、直接的であれ、間接的であ
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れ、金銭的・物質的支援もしくはその他の支援を受けた場合 

（４）政治的目的のため宗教を悪用した場合 

 

第４０８条 

決定権を有する組織が、第４０７条の事由に抵触していることを摘発した場合、当該政党

の登録を抹消しなければならない。 

 

 

第４０９条 

連邦議会は政党に関する必要な法律を制定しなければならない。 

 

 

 

第１１章「国家緊急事態」 

 

第４１０条 

大統領は、管区域・州、連邦直轄区域及び自治地区・地域において、行政機能を憲法に基

づき執行できないと判断した場合、または関係機関よりその旨通報があった場合、国防・治

安評議会と協議を行った後、法的効力を有する指令を発出し、緊急事態を宣言することが出

来る。 

 

第４１１条 

大統領は、第４１０条に従い緊急事態を宣言する際、 

（１）当該管区域・州及び自治地区・地域における行政権を行使する権利を有する。適切な

関係機関を設立し、当該機関に対しに対し、又は適切な人物に委任することも出来る。 

（２）本条（１）項のとおり実施している期間、当該管区域・州及び自治地区・地域が立法

権を有する事項の内、行政事項のみに関する立法権を必要に応じて行使する権限を有する。

しかし如何なる組織及び人物に対しても立法権を委任することは出来ない。 

 

第４１２条 

（１）大統領は、管区域・州、連邦直轄区域及び自治地区・地域において、住民の生命と財

産に危害を及ぼす緊急事態が発生した場合又は右が発生するであろうと判断する十分

な理由がある場合、国防・治安評議会と協議を行った上で、法的効力を有する指令を発

出し、緊急事態を宣言することが出来る。 

（２）大統領は、本条（１）項の国防・治安評議会との協議の際、同評議会の委員全員が揃
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わない場合、同評議会の委員である国軍司令官、国軍副司令官、国防大臣及び内務大臣

との調整を経て、即時に緊急事態を宣言することが出来るが、その後、右宣言を可及的

速やかに国防・治安評議会に提出し承認を得なければならない。 

 

第４１３条 

大統領は、第４１２条の緊急事態宣言に関連し、 

（１）緊急事態宣言が発せられた地域の速やかな原状回復に向けた活動を当該地域の地方行

政団体及び市民団体が現行法に基づき効率的に行うことを確保するため、国軍の支援を

得ることが出来る。 

（２）必要に応じ、戒厳令を発出することが出来る。また、大統領は、国軍司令官に委譲さ

れる行政権及び平和と法の支配に関連する司法権を戒厳令期間中に定めなければなら

ない。国軍司令官は、委譲された権力を自ら行使するか、もしくは適切な国軍関係者に

行使させることが出来る。 

 

第４１４条 

大統領は、法的効力を有する大統領令（ordinance）を発出し、緊急事態宣言を行う際、 

（１）大統領令が適用される地域及び期間を特定しなければならない。 

（２）必要に応じ、緊急事態宣言が適用される地域に居住している住民の基本的権利に関す

る規定を制限もしくは停止することが出来る。 

 

第４１５条 

大統領は、緊急事態を宣言した後、第４１０条、第４１１条、第４１２条及び第４１３条

に基づいて取る措置に関し、第２１２条（２）項、（４）項及び（５）項に従った行動をと

らねばならない。 

 

第４１６条 

第４１５条に基づき、連邦議会が、大統領の提出した措置を承認し、かつ大統領令の期間

延長も承認した場合、大統領令は延長が認められた期日までの間効力を有する。 

 

第４１７条 

大統領は、国家主権を暴動、テロ等の非合法かつ強制的手段を用い奪取しようとする企て

が存在する場合、又は、連邦・国民の分裂及び国家主権の喪失を引き起こす緊急事態が発生

した場合若しくは右が発生するであろうと判断する十分な理由がある場合、国防・治安評議

会と協議の上、大統領令を発出し、国家緊急事態を宣言することが出来る。大統領令には、

大統領令が国家全土に法的効力を及ぼし、その公布日より１年間法的効力を有する旨、規定
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しなければならない。 

 

第４１８条 

（１）大統領は、第４１７条の国家緊急事態を宣言する際、国軍司令官が国内の速やかな原

状回復に向けた必要な措置を取れるよう、立法・行政・司法の各権を国軍司令官に委譲

する旨宣言しなければならない。その宣言がなされた日をもって、すべての議会は立法

機能を停止し、議会は自動的に解散したものと見なす。 

（２）憲法に基づき議会の承認を得て任命された組織及び自治地区・地域の指導組織に所属

するすべての関係者は、大統領及び副大統領を除いて、国権が国軍司令官に委譲された

日をもって、職務を停止されたものと見なされる。 

 

第４１９条 

国権を委譲された国軍司令官は、立法・行政・司法の各権を行使する権限を有する。国軍

司令官は、自ら立法権を行使するか、立法権を行使するための自らが一員である組織を結成

することが出来る。また、行政権及び司法権に関しては、適切な組織又は人物に委譲するこ

とが出来る。 

 

第４２０条 

国軍司令官は、国家緊急事態が宣言されている間、必要に応じて国民の基本的権利に関す

る法律を制限又は停止することが出来る。 

 

第４２１条 

大統領は、 

（１）第４１７条及び第４１８条に基づき国家緊急事態を宣言し、連邦議会会期中の場合は

連邦議会において、国軍司令官への国権委譲に関する提議を行わなければならない。ま

た、連邦議会が会期中でない場合には、緊急会期を召集の上、本件に関する提議を行わ

なければならない。 

（２）国軍司令官が自らに委譲された任務を達成出来ていないことを理由に、国権委譲期間

延長に関する申し立てを行った場合、通常、右期間を１回につき６ケ月間、最大２回ま

で延長することが出来る。国権委譲期間延長に関する提議は、連邦議会緊急会期を召集

した上で行われなければならない。 

 

第４２２条 

大統領は、国軍司令官が自らに委譲された任務を達成したとの報告を受けた後、第４１８

条に基づく国軍司令官への国権委譲に関する指令を無効化する旨宣言しなければならない。
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当該指令の無効化は、連邦議会が終了していなければ連邦議会の緊急会期を召集して報告し

た日に行われ、連邦議会が終了した場合には国軍司令官から報告を受けた日に行われる。 

 

第４２３条 

大統領は、第４２２条の国軍司令官からの報告を受けた後、連邦議会が終了していない場

合は、議会の立法機能の一時停止を解除した上で、憲法に基づき、新たな行政・司法機関を

設立し任務を与えなければならない。これらの機関は、連邦議会の残りの期間中のみ、その

任務を遂行する。 

 

第４２４条 

大統領、副大統領、人民院議長及び民族院議長は、連邦議会が終了した後も、憲法に基づ

き後任が選出されるまでは引き続きその地位に留まる。 

 

第４２５条 

国防・治安評議会は、連邦議会閉会中に、国軍司令官が自らに委譲された任務を達成でき

ていないことを理由に国権委譲期間延長に関する正当な申し立てを行った場合、通常、同期

間を１回につき６ケ月間、２回まで延長することが出来る。 

 

第４２６条 

国防・治安評議会は、大統領が第４１７条及び第４１８条に基づき国家緊急事態を宣言し、

国軍司令官へ国権を委譲した後に、国軍司令官より任務終了の報告を受けた際、第４１８条

に基づく国軍司令官への国権委譲に関する指令を撤廃する旨宣言しなければならない。 

 

第４２７条 

国防・治安評議会は、 

（１）憲法に基づき議会が結成されるまでの間、立法・行政・司法の三権を執行する。 

（２）この憲法の規定に従い、新大統領が任命され、連邦レベルの組織が結成されるまでの

間、国権を執行する権利を有する。立法権に関しては、自らが執行しなければならない

が、行政権及び司法権に関しては、連邦、管区域・州及び自治地区・地域レベルの適切

な組織又は人物に委譲することが出来る。 

 

第４２８条 

国防・治安評議会は、憲法に規定された各レベルの行政機関、自治地区・地域の指導組織

及び選挙管理員を、憲法に規定された要件を満たす適切な人物をもって組織し、任務を与え

なければならない。 
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第４２９条 

国防・治安評議会は、第４２６条に基づき国軍司令官への国権委譲に関する指令の撤廃が

宣言された日から６ヶ月以内に憲法の規定に従い総選挙を実施しなければならない。 

 

第４３０条 

第４２８条にて結成された組織は、総選挙が行われ、憲法に従い立法・司法・行政機関が

結成されるまでの間、その職務を遂行しなければならない。 

 

第４３１条 

国防・治安委員会は大統領の名の下、国権を執行する。 

 

第４３２条 

国家緊急事態が宣言されている間又は国軍司令官もしくは国防・治安委員会が国権を行使

している間に、治安、安定、社会の平和及び法の支配の速やかな回復に向けた所要の措置を

とるために結成された地方行政機関、市民組織又は国軍関連組織がとった公式な措置は、合

法的なものであり、これらの措置に対しては如何なる法的手段もとってはならない。 

 

 

 

第１２章「憲法改正」 

 

第４３３条 

この憲法の規定を改正するには、以下の方法で行われなければならない。 

（１）憲法改正に関する提案は、法案の形式で提出されなければならない。 

（２）本条（１）項の法案に他の提案を含むことは認められない。 

 

第４３４条 

憲法改正に関する法案は、連邦議会へ提出しなければならない。 

 

第４３５条 

連邦議会は、連邦議会議員総数の２０％以上により憲法改正に関する法案が提出された場

合、同法案を審議しなければならない。 

 

第４３６条 
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（１）憲法の第１章の第１条から第４８条まで、第２章の第４９条から第５６条まで、第３

章の第５９条及び第６０条、第４章の第７４条、第１０９条、第１４１条及び第１６１

条、第５章の第２００条、第２０１条、第２４８条及び第２７６条、第６章の第２９３

条、第２９４条、第３０５条、第３１４条及び第３２０条、第１１章の第４１０条から

第４３２条まで、第１２章の第４３６条にある規定を改正する場合、連邦議会議員総数

の７５％を上回る賛成を得た後、国民投票において有権者の過半数の票を得なければな

らない。 

（２）本条（１）項に定める条文以外の条文の憲法改正については、連邦議会議員総数の７

５％を上回る賛成を得なければならない。 

 

 

 

第１３章「国旗・国章・国歌・首都」 

 

第４３７条 

（１）国旗は以下のとおりとする。 

（２）国旗に関する事項は、法律により規定する。 

 

第４３８条 

（１）国章は以下の図に示されるものとする。 

（２）国章に関する事項は、法律により規定する。 

 

第４３９条 

（１） 国歌は以下のとおり、現在の国家を規定する。 

（２） 国家に関する事項は、法律により規定する。 

 

第４４０条 

国家の首都はネーピードーである。 

 

 

 

第１４章「経過規定」 

 

第４４１条 

国民投票において全有権者の過半数の投票が行われた票の中で過半数により承認された
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この憲法は、連邦議会の第一回会期が始まる日に連邦全土において発効する。 

 

第４４２条 

国家平和開発評議会は、この憲法が発効するまでの間、国家主権の行使を継続する。 

 

第４４３条 

この憲法が発効する以前に国家平和開発評議会がこの憲法の実施のために事前にとった

措置は、この憲法に基づきとられたものと見なす。 

 

第４４４条 

（１）この憲法が発効する日に存在する政府は、憲法により権限を与えられた政府が成立す

るまで、自らの関係する責任を引き続き行使する。 

（２）この憲法の発効日に存在する現存の裁判所は、この憲法に基づき新たな裁判所が設立

されるまで、引き続き司法権を行使する。また、現存の裁判所において審理中の民事事

件、刑事事件及び租税事件は、当該案件の審理が開始された日に有効であった法律に基

づき継続審理される。 

 

第４４５条 

ミャンマー連邦共和国は、国家秩序回復評議会、国家平和開発評議会が定めた政策、法律、

規側、規範、通知、布告及び国家秩序回復評議会、国家平和開発評議会が実施した事項、責

務及び権限を継承する。国家秩序回復評議会、国家平和開発評議会又はこれら団体の一員も

しくは政府の一員がその任務として実施した事項については、これを理由とし、これらの者

を提訴すること、取り締まることは出来ない。 

 

第４４６条 

現行法は、この憲法に反しない限り、連邦議会により廃止又は改訂されるまで効力を有す

る。 

 

 

第４４７条 

現行の規側、規範、規約、通知、指令、命令及び手続は、この憲法に反しない限り、連邦

政府により廃止又は改訂されるまで効力を有する。 

 

第４４８条 

この憲法の発効日以降も、国家平和開発評議会の下部組織である国軍を含む関係機関で働



補－102 
 

いている公務員は、ミャンマー連邦共和国政府が定める限りにおいて、その職務を継続する。 

 

 

 

第１５章「総則」 

 

第４４９条 

この憲法はすべての国内法の基本となる法律である。 

 

第４５０条 

ミャンマー語を公用語とする。 

 

第４５１条 

国家は、立法、行政において、国家の基本原則に従って慎重に行動しなければならない。

しかしながら、如何なる裁判所においてもこのように行動させるよう訴追することはできな

い。 

 

第４５２条 

この憲法中の前文、本文、用語及び表現の解釈は、ミャンマー語の原文のみに基づくもの

とする。 

 

第４５３条 

この憲法中の表現の解釈は、現存の表現解釈に関する法律に基づいて行われなければなら

ない。 

 

第４５４条 

この憲法のミャンマー語の原本は、公文書保管所にて保管されなければならない。右原本

は、この憲法の規定を最終的に証明するものである。 

 

第４５５条 

連邦政府は、連邦政府のみが行う旨規定した経済活動に関し、国家利益を考慮した上で、 

（１）管区域・州の政府機関が、規定に従い、連邦政府機関との共同出資を行うことを認め

る。 

（２）協同組合組織、経済関連組織又は人物が、規定に従い、連邦政府との共同出資を行う

ことを認める。 
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第４５６条 

この憲法が発効する以前にミャンマー連邦と諸外国との間で締結された条約又は協定に

より生ずる法的義務に関し、当該国がミャンマー連邦に対する法的義務を遵守している限り、

ミャンマー政府も当該国への法的義務を遵守する。 

 

第４５７条 

（１）この憲法の発効以前にミャンマー政府と交わした契約もしくは債務に関する訴訟につ

いては、連邦政府に対し訴えを提起することができる。 

（２）ミャンマー連邦共和国が、訴訟の場で原告又は被告となる場合には、「ミャンマー連

邦共和国」の名前で訴訟が行われる。 

 

 

 

付表１ 

連邦議会立法管轄事項 

（第９６条関連） 

 

１．国防・治安分野 

（１）「ミ」連邦及び「ミ」連邦領土の防衛及び防衛計画の準備 

（２）国防・治安産業 

（３）生物・化学兵器を含む武器、弾薬及び爆発物 

（４）核エネルギー、核燃料、核放射線及びこれらを作り出す鉱物資源 

（５）開戦宣言及び戦争終結 

（６）国家の平和・安定及び法の支配 

（７）警察 

 

２．外交分野 

（１） 外交官、領事案件、他の事項の代表者 

（２） 国連 

（３） 国際・地域・二国間の会議、セミナー、会合、機関への参加及び当該会議等におけ

る決議の履行 

（４） 国際・地域・二国間の協定・条約への署名及び当該協定・条約の履行 

（５） 旅券及びＩＤカード 

（６） 入国査証、滞在許可、出国許可、出入国管理、国外追放 
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（７） 犯罪人の外国への引き渡し及び本件に関わる当該国からの要請 

 

３．財政・計画分野 

（１）連邦予算 

（２）連邦基金 

（３）貨幣及び硬貨 

（４）「ミ」中央銀行及び財政機構 

（５）外国為替管理 

（６）資本及び金融市場 

（７）保険 

（８）所得税 

（９）商業税 

（10）印紙税 

（11）関税 

（12）宝くじ 

（13）税金に関する控訴 

（14）連邦の公益事業 

（15）売却、賃貸及び他の方法による連邦所有資産の処分 

（16）連邦基金の貸付 

（17）連邦基金による投資 

（18）対外借款 

（19）連邦の取得物 

（20）対外財政支援・援助 

 

４．経済分野 

（１）経済 

（２）貿易 

（３）協同組合 

（４）有限会社、関係委員会、企業、会社及び株式会社 

（５）輸入品、輸出品及びそれらの品質管理 

（６）ホテル及び宿泊施設 

（７）観光 

 

５．農業・畜産分野 

（１）国土管理 
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（２）空き地、休閑地及び未開墾地の開墾 

（３）入植及び国土の記録 

（４）測量 

（５）連邦が管理するダム、堤防及び給水施設 

（６）気象、水文学及び地震の調査 

（７）登記 

（８）機械を用いた農業 

（９）農業研究 

（10）化学肥料及び殺虫剤 

（11）海洋漁業 

（12）動物の繁殖、病気の予防、治療及び研究 

 

６．エネルギー、電気、鉱業及び林業分野 

（１）石油、天然ガス、連邦法に基づき危険と判断される可燃性物質 

（２）連邦電力の生産及び配電 

（３）鉱物、鉱山、鉱夫の安全及び環境保存・再生 

（４）宝石 

（５）真珠 

（６）林業 

（７）野生生物、天然林、自然区域とその周辺の保存及び保護 

 

７．工業分野 

（１）連邦レベルで行われる工業 

（２）工業区域 

（３）大量生産される製品の標準化及び特定 

（４）科学技術及び科学技術に関する研究 

（５）寸法及び重量の標準化 

（６）著作権、特許、商標及び工業デザインといった知的財産 

８．運輸、通信及び建設分野 

（１）国内の水上交通 

（２）水路の管理 

（３）水資源及び河の改良 

（４）海上交通 

（５）終着港 

（６）灯台、灯船及び灯台施設 
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（７）船の製造、修理及び維持 

（８）航空制度 

（９）航空機の管理及び飛行場の建設 

（10）陸上交通 

（11）鉄道 

（12）連邦が管理する道路及び橋 

（13）郵便、通信、電話、ファックス、電子メール、インターネット、イントラネット及び

それらと同様の通信事業 

（14）テレビ、衛星通信、送受信及びそれらと同様の通信事業 

 

９．社会分野 

（１）カリキュラム、講義概要、教授法、研究、研究計画、教科課程 

（２）大学、単科大学、工科大学及び他の高等教育機関の課程 

（３）連邦が規定する試験 

（４）私立学校及びその課程 

（５）国家のスポーツ 

（６）国民の健康 

（７）伝統的医療サービス及び医療技術の発展 

（８）無料病院・診療所及び私立病院・診療所 

（９）母子福祉 

（10）赤十字協会 

（11）飲食物、医薬品、医療機器及び化粧品の偽造並びに他の材料とそれらの混合の防止 

（12）子供、青年、女性、障害者、老人及びホームレスの世話 

（13）救済復興 

（14）消防隊 

（15）労働時間、休憩時間、休日及び職業権利の保障 

（16）労働に関する紛争 

（17）社会安全 

（18）労働機関 

（19）連邦が管理する以下の事項 

（イ）古代文化・歴史に関わる地域、建物、記念碑、記録、石碑、碑文、椰子の葉、手書

き文字、手工品、物財及び考古学事業 

（ロ）博物館及び図書館 

（20）文学、演劇、音楽、伝統芸術・技術、映画及びビデオ 

（21）誕生及び死亡の登録 



補－107 
 

 

１０．一般行政分野 

（１）総合行政 

（２）町村の土地の管理 

（３）家及び土地の賃貸 

（４）薬物及び向精神薬 

（５）国家機密の保秘 

（６）協会 

（７）刑務所 

（８）国境地域の開発 

（９）国勢調査 

（10）国籍、帰化、国籍の停止・取消、国籍の調査・登録 

（11）特別な地位及び勲章 

 

１１．司法分野 

（１）判決 

（２）弁護士 

（３）刑法及び刑事上の処分 

（４）民法、民事上の処分、契約、調停、不法行為、破産、信託、信託に基づき後見人及び

被後見人を管理出来る人物、財産譲渡及び遺産相続 

（５）証人に関する法律 

（６）出訴期限 

（７）訴訟評価 

（８）個別救済 

（９）外国に関する管轄権 

（10）海事管轄権 

（11）海賊行為、国際法に反して陸上、公海もしくは空において行われた犯罪 

 

 

 

付表２ 

管区域・州議会立法管轄事項 

（第１８８条関連） 

 

１．財政・計画分野 
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（１）管区域・州予算 

（２）管区域・州基金 

（３）土地税 

（４）物品税（薬物及び向精神薬を除く） 

（５）建物税、土地税、水税、街灯税及び車輪税といった開発事業に関わる税 

（６）管区域・州の公益事業 

（７）売却、賃貸及び他の方法による管区域・州所有資産の処分 

（８）管区域・州基金の国内向け貸付 

（９）管区域・州基金による国内向け投資 

（10）地域計画 

（11）小規模の貸付業 

 

２．経済分野 

（１）連邦が定めた法律に従い、管区域・州で行われる経済活動 

（２）連邦が定めた法律に従い、管区域・州で行われる貿易活動 

（３）連邦が定めた法律に従い、管区域・州で行われる協同組合活動 

 

３．農業・畜産分野 

（１）農業 

（２）害虫などによる病気の予防・統制 

（３）効率的な化学肥料の利用及び無機肥料の生産 

（４）農業貸付金及び貯金 

（５）管区域・州が管理する権利を有するダム、堤防、湖、水路、灌漑給水施設 

（６）淡水漁業 

（７）連邦が制定した法律に基づく制度的な家畜の飼育 

 

４．エネルギー、電気、工業及び林業分野 

（１）国有配電網を用いることなく、管区域・州の監督下で行われる中小規模の発電・配電

事業（連邦の監督下で行われる大規模な発電・配電事業を除く） 

（２）食塩及び塩製品 

（３）管区域・州における宝石の切断及び研磨 

（４）各村における薪の生産所 

（５）休養施設、動物園、植物園 

 

５．工業分野 
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（１）連邦レベルで行われると規定されている工業を除く他の工業 

（２）家内手工業 

 

６．運輸、通信及び建設分野 

（１）管区域・州が管理する港、防波堤及び桟橋 

（２）管区域・州が管理する道路及び橋 

（３）管区域・州における民間交通制度 

 

７．社会分野 

（１）連邦が規定する伝統的医療政策に反しない伝統医療 

（２）管区域・州における社会福祉事業 

（３）火災及び天災の事前防止 

（４）貨物輸送の管理 

（５）管区域・州が管理する権利を有する以下の事項 

（イ）文化遺産の保全 

（ロ）博物館及び図書館 

（６）オペラ劇場、映画館及びビデオ上映所 

（７）写真、絵画及び彫刻の展覧会 

 

８．一般行政分野 

（１）開発事項 

（２）町村及び住宅の開発 

（３）名誉ある肩書・勲章 

 

 

 

付表３ 

自治地区・地域の指導組織の立法管轄事項 

（第１９６条関連） 

 

１．町村の計画 

 

２．道路及び橋の建設、修理及び維持管理 

 

３．公共保健 
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４．開発事業 

 

５．火災予防 

 

６．牧草地 

 

７．森林の保護及び保存 

 

８．連邦が制定した法律に基づく自然環境保護 

 

９．町村への給水及び電力供給 

 

１０．町村の市場 

 

 

 

付表４ 

宣誓の様式 

（第１２５条関連） 

 

私（名前）は、人民院、民族院もしくは管区域・州議会の議員として選出されたため、憲

法を保護し、国家の法律に従います。ミャンマー連邦共和国とその国民に対して忠誠を誓い

ます。連邦の分裂阻止、民族の団結及び国家主権の堅持等を常に目標として行動します。ま

た、現在担っている責務を忠実に担うことを誓います。 

 

 

 

付表５ 

管区域・州の徴収する税金 

（第２５４条関連） 

 

１．土地税 

 

２．物品税 
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３．管区域・州が管理する権利を有するダム、堤防及び水並びに当該ダムなどを用いた水力

発電に関する税 

 

４．管区域・州が管理する権利を有する道路及び橋の通行料 

 

５． 

（１）淡水漁業権の使用料 

（２）限られた範囲における海洋漁業権の使用料 

 

６．管区域・州が制定した輸送機関・船舶法に基づき徴収される税 

 

７．管区域・州が所有する財産の売却及び賃貸により得られた利潤 

 

８．管区域・州の公益事業により得られた手数料、税及び他の収入 

 

９．管区域・州の司法議会を含む法廷が科した罰金、その業務に関連する税及び他の収入 

１０．管区域・州基金の貸し出しによって得られる利息 

 

１１．管区域・州が行う投資により得られた利潤 

 

１２．管区域・州の森において以下の物を採集する際に徴収される税 

（１）チーク材を除く他の木材 

（２）薪、木炭、籐、竹、鳥の巣、松ヤニ、蜂蜜製品 

 

１３．登録料 

 

１４．娯楽税 

 

１５．塩税 

 

１６．連邦基金から得た財源 

 

１７．管区域・州の開発事業に関わっている組織からの寄付金 
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１８．所有権が主張されていない資産 

 

１９．埋蔵物 

 

 

 


